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第１編 申請要領 
 
１ はじめに 

本マニュアルは、「２ 申請受付期間」において申請を受け付ける、ＢＳ放送の右旋帯域におけ

る衛星基幹放送（超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ放送に限る。））の業務の認定の申請の手続

について解説するものです。 

 

２ 申請受付期間 

令和５年３月22日（水）午前９時30分から同年５月31日（水）午後６時15分まで 

 

３ 基幹放送の種類 

超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ放送に限る。） 

 

４ 対象周波数 

ＢＳ放送用周波数（右旋円偏波の電波の周波数に限る。）のうち、衛星基幹放送の業務の用

に供されていない周波数となることが見込まれる周波数（超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ

放送に限る。）の放送番組３番組分を想定） 

 

５ 放送対象地域 

全国 

 

６ 申請書の提出先及び問合せ先 

〒１００―８９２６ 

東京都千代田区霞が関２－１－２  総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 

電話番号：０３―５２５３―５７９９ 

電子メール：eichika-public/atmark/soumu.go.jp ※ 

※ スパムメール対策のため「@」を「/atmark/」と表示しております。 

送信の際は「@」に変更してください。 

 

７ 申請に当たっての留意事項 

① 今般の申請受付に係る認定を受けた衛星基幹放送の業務の用に供される周波数については、

令和６年秋頃までに実施される予定の帯域再編を経て利用可能となります。業務開始の予定

期日については、放送開始のために必要な作業（例：衛星基幹放送の業務に用いられる演奏所

やデジタル符号化装置の整備など）に要する期間が、事業計画の内容によって異なると思われ

るため、申請者において、基幹放送局提供事業者等と十分に調整を行ってください。 

また、申請書の「業務開始の予定期日」については、業務開始が可能となる具体的なスケ

ジュールを策定した上で、必ず申請書に添付してください。 
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第１節 衛星基幹放送の業務認定申請書（放送法施行規則別表第６の２号） 

【放送法施行規則 別表第６の２号 抜粋】 

別表第六の二号（第64条関係） 

 

衛星基幹放送の業務認定申請書 

年  月  日 

 総務大臣 殿 

                     郵 便 番 号 

                     住     所 

                                         （ふりがな） 

                                         氏       名（法人又は団体にあつては、名称及び      

                           代表者の氏名） 

                     電 話 番 号 

 

 衛星基幹放送の業務の認定を受けたいので、放送法第93条第２項の規定により申請します。 

基幹放送の種類（注１）  

基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の

規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた

者の氏名又は名称（注２） 

 

衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置（注３）  

希望する放送対象地域  

希望する周波数（注４）  

業務開始の予定期日  

放送事項（注５）  

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要（注６）  

 

 

欠格事由の有無

（注７） 

 

国籍等（第93条第１項第７号イからハま

で） 

□ 有 □ 無 

特定役員(同号ニ）(注８） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同号ニ）（注９） □ 有 □ 無 

処分歴（同号へからルまで） □ 有 □ 無 

 

注１ 法第91条第１項の規定による基幹放送普及計画の「第３ 基幹放送の区分ごとの放送対象地

域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標」の「２ 国内放送に関する基幹放送の区分ごと

の放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標」に規定されている「基幹放送の区

分」の各項目を記載すること（同項目に区分の規定がない場合には、同「１ 総則」の（3）の

基幹放送名を記載するとともに、「超短波放送」、「テレビジョン放送」、「データ放送」の

ように記載すること。）。また、有料放送の場合にあつては、その旨も記載すること。 

（記載例） 「衛星基幹放送－テレビジョン放送」 
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注２ 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について、電波法の規定による免許を受けようとす

る一の者又は当該免許を受けた一の者の氏名又は名称を記載すること。 

注３ 人工衛星の軌道又は位置を次のように記載すること。 

（記載例） 対地静止衛星軌道 E 110° 

       経度及び緯度の変動幅 ±0.1° 

注４ 

(1)・(2) （略） 

(3)  高度広帯域伝送方式による衛星基幹放送の業務の場合は、次のように記載すること。 

（第68条の規定により一の申請書により二以上の衛星基幹放送の業務の申請を行う場合は、

各放送に係る１秒における伝送容量又は１秒における基準伝送容量ごとの合計を記載する

こと。） 

（記載例） 中央の周波数 11.72748GHz 

伝送方式 高度広帯域伝送方式 

テレビジョン放送（他のテレビジョン放送を行わない場合に使用する場合はそ

の旨明記。） 

シンボル数 11.2520Mbaud（補完放送（音声）を含む。※） 

スロット数 40スロット 

変調方式   16ＡＰＳＫ 

誤り訂正率 ７／９ 

符号化される映像信号の走査方式及び走査線数 順次／2160本  

符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数 3840画素 

符号化された映像信号のフレーム周波数 60／1.001Hz 

符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数 

2160画素 

※ 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴うもの以外のも

のを行う場合は、当該補完放送に係る１秒当たりのシンボル数（当該補完放送に係る１秒当

たりのシンボル数の記載が困難である場合にあつては、補完放送に係る１秒当たりのシンボ

ル数）を明記すること。 

 (4) （略） 

注５ 

(1) 超短波放送（教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組の相互の間の調和をとつ

て放送番組を編集するものに限る。）又はテレビジョン放送（特別な事業計画により放送番組

を編集するものを除く。）を行う基幹放送の業務の場合 

放送事項を放送番組の目的別種類（報道、教育、教養、娯楽、その他をいう。以下同じ。）

により、次のように記載すること。この場合において、データを併せ送るものであるときは、

(3)のデータ放送を行う場合の記載例に準じ、併せて記載すること。 

（記載例） 報 道 （一般ニュース、ニュース解説、スポーツニュース、週間ニュース、災

害に関する情報等） 

 教 育 （学年別学校向講座、英会話の時間、職業教育訓練講座等） 

 教 養 （政治解説、政治討論会、婦人向講座、文学座談会、音楽講座、街頭討
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論会等） 

 娯 楽 （音楽、スポーツ行事、小説朗読、演劇等） 

 その他 （通信販売番組等） 

 成人向け番組の有無 □有 □無 

(2) 超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送の業務の場合（(1)の場合を除く。）  

放送事項を放送番組の実態に合わせて、分野、主たる言語及び成人向け番組の有無の項目ご

とに次の記載例に従つて記載すること。この場合において、データを併せ送るものであるとき

は、(3)のデータ放送を行う場合の記載例に準じ、併せて記載すること。 

（記載例） 

分    野 主たる言語 成人向け番組の有無 備 考 

学校教育番組（主として高校・

大学受験対策講座） 
 無 

 

野球、サッカーを中心としたス

ポーツ番組 
 無 

 

ドイツ国内で放送されている

ニュース、ドラマ、ドキュメン

タリー番組 

ドイツ語 無 

 

（注１） 分野の欄は、当該放送番組の特徴が分かるような表現で簡潔に記載すること。 

（注２） 主たる言語の欄は、日本語以外の言語を主たる使用言語とする場合にのみ記載す

ること。 

（注３） 成人向け番組とは、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱

いだ人の姿態の映像を見せる番組で、青少年に有害な影響を与えるおそれのある放

送番組をいう。 

（注４） 法第８条に規定する事項のみを放送事項とするものである場合は、備考の欄にそ

の旨記載すること。 

(3) データ放送を行う基幹放送の業務の場合 

放送事項を放送番組の実態に合わせて、分野、データ符号化方式の名称及び成人向け番組の

有無の項目ごとに次の記載例に従つて記載すること。 

（記載例） 

分    野 
データ符号化方 

 式の名称 
成人向け番組の有無 備 考 

株価、経済指標等の経済情報 ＸＭＬ方式 無  

最新自動車情報、自動車部品等

を紹介する電子マガジン 
（何）方式 無 

 

（注１） 分野の欄は、当該放送番組の特徴が分かるような表現で簡潔に記載すること。 

（注２） データ符号化方式の名称の欄は、データ符号化識別子が指定されている場合はそ

の符号化方式の名称を、指定されていない場合は具体的なデータ符号化方式の名称

を記載すること。なお、上記の記載例に従つた記載方法のみでは方式を特定できな

い場合は、さらに詳細な内容を記載すること。 
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（注３） 成人向け番組とは、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱

いだ人の姿態の映像を見せる番組で、青少年に有害な影響を与えるおそれのある放

送番組をいう。 

（注４） 法第８条に規定する事項のみを放送事項とするものである場合は、備考の欄にそ

の旨記載すること。 

(4) 超短波放送、テレビジョン放送又はデータ放送を行う基幹放送の業務の場合 

(1)から(3)までに定めるもののほか、次のアからカまでに掲げる事項について具体的な計

画を定めているときは、併せて記載すること。 

ア 超高精細度テレビジョン放送を行う場合であつて、一部の時間帯に複数の超高精細度テ

レビジョン放送を行うときは、一週間当たりの放送時間全体（複数の超高精細度テレビジョ

ン放送を行う場合における当該超高精細度テレビジョン放送のうち一週間当たりの放送時

間が最も長いものの放送時間及び複数の超高精細度テレビジョン放送を行わない場合にお

ける超高精細度テレビジョン放送の放送時間の合計をいう。）における複数の超高精細度テ

レビジョン放送を行わない場合における超高精細度テレビジョン放送の放送時間の占める

割合 

イ （略） 

ウ 超高精細度テレビジョン放送を行う場合は、一週間当たりの放送時間全体における超高

精細度テレビジョン放送(当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直方向の輝

度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有する超高精細

度カメラ等により制作・編集された番組を放送するものに限る。)に係る放送時間の占める

割合 

エ （略） 

オ 一週間当たりの放送時間全体における成人向け番組に係る放送時間の占める割合 

カ 一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送（有料放送により行われ

るものを除く。）に係る放送時間の占める割合 

(5) （略） 

(6) 有料放送を含む基幹放送を行う場合 

(1)から(5)までに定めるもののほか、有料放送を含む基幹放送を行う旨を記載するととも

に、限定受信方式の名称を記載すること。この場合において、限定受信方式識別子が指定され

ている場合はその指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお、名称のみでは方式を

特定できない場合は、さらに詳細な内容を記載すること。 

注６ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の欄は、次により記載すること。 

(1) 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要には、基幹放送が行われる過程における

映像、音声、文字、データの流れが明確になるよう、演奏所から基幹放送局の送信設備の送信

空中線までの範囲における全ての電気通信設備を明記した概要図を記載すること。 

(2) (1)の概要図には、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備のうち、当該業務に用いられ

る基幹放送設備に該当する設備の範囲を「番組送出設備」、「中継回線設備」又は「地球局設

備」の別を明確にして付記すること。 

(3) (1)の概要図には、⑵の「番組送出設備」、「中継回線設備」及び「地球局設備」の法第 111

条第１項の技術基準への適合性に係る説明について、次の事項を付記すること。 
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ア 法第111条第２項第１号に規定する基幹放送設備の損壊又は故障により、基幹放送の業務に

著しい支障を及ぼさないようにすることを確保するための措置に関する事項 

イ 法第111条第２項第２号に規定する基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正

であるようにすることを確保するために当該設備が準拠する送信の標準方式の種類に関する

事項 

(4) 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全体の構成が把握できるよう電気

通信設備の階層その他適宜の区分に分けて、別途記載すること。 

注７ 法第93条第１項第７号の欠格事由の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当す

る事項にレ印を付けること。 

注８ 別表第七の二号別紙（６）により欠格事由の有無を確認の上、記載すること。 

注９ 別表第七の二号別紙（３）ウにより欠格事由の有無を確認の上、記載すること。 
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【補足説明】 

・ 一部の時間帯において超高精細度テレビジョン放送(当該超高精細度テレビジョン放送の水平

方向及び垂直方向の輝度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数

を有する超高精細度カメラ等により制作・編集された放送番組を放送するものに限る。以下この

マニュアルにおいて「特定超高精細度テレビジョン放送」という。)以外の超高精細度テレビジョ

ン放送を行うときは、放送法関係審査基準別紙３の２（４）に規定する超高精細度テレビジョン

放送識別措置を講ずること。 

（参考）放送法関係審査基準 別紙３  

２(4) 放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、一部の時間帯において超高精細

度テレビジョン放送(当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直方向の輝

度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有する超

高精細度カメラ等により制作・編集された放送番組を放送するものに限る。以下この

別紙３において「特定超高精細度テレビジョン放送」という。)以外の超高精細度テ

レビジョン放送を行うときは、特定超高精細度テレビジョン放送以外の超高精細度テ

レビジョン放送を受信する者が特定超高精細度テレビジョン放送以外の超高精細度

テレビジョン放送であることを明らかに識別することができるようにするための措

置（以下この別紙３において「超高精細度テレビジョン放送識別措置」という。）を

講ずることが放送事項に明確に記載されていること。（略） 

 

・ 一週間当たりの放送時間全体における特定超高精細度テレビジョン放送に係る放送時間の占め

る割合を放送事項に記載すること。 

（参考）放送法関係審査基準 別紙３  

３(7) 放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合は、放送事項に明確に記載された一週間当

たりの放送時間全体における特定超高精細度テレビジョン放送に係る放送時間の占

める割合がより高く、かつ、特定超高精細度テレビジョン放送をより確実に行うこと

が可能な体制があること。（略） 

 

・ 一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送に係る放送時間の占める割合を

放送事項に記載すること。 

（参考）放送法関係審査基準 別紙３  

２(1) 広告放送の割合 

一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送に係る放送時間の

占める割合が３割を超えないことが放送事項に明確に記載されていること。 

３(4) 広告放送の割合 

一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送に係る放送時間の

占める割合が３割を超えないことが放送事項に明確に記載されていること。 
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【具体的記載例】 

 
別表第六の二号（第64条関係） 

 
衛星基幹放送の業務認定申請書 

令和５年●●月●●日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 〒１００－８９２６ 

住     所 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

（ふりがな） 

氏     名 衛星
えいせい

放送
ほうそう

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表取締役社長 衛星
えいせい

 花子
はなこ

 

電 話 番 号 ０３－５２５３―５７９９ 

 

衛星基幹放送の業務の認定を受けたいので、放送法第93条第２項目の規定により申請します。 

 

（※）有料放送を行う場合に記載すること。 

    

基幹放送の種類（注１） 超高精細度テレビジョン放送 

（有料放送含む）（※） 

基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電

波法の規定による免許を受けようとする者又はその

免許を受けた者の氏名又は名称（注２） 

株式会社放送衛星システム 

衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置

（注３） 

対静止衛星軌道 E１１０° 

経度及び緯度の変動幅 ±０．１° 

希望する放送対象地域 全国 

希望する周波数（注４） 別紙１のとおり 

業務開始の予定期日 令和６年１２月中旬 

放送事項（注５） 別紙２のとおり 

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

（注６） 

別紙３のとおり 

 

欠格事由

の有無

（注７） 

 

国籍等（第93条第１項第７号イか

らハまで） 
□ 有   ☑ 無 

特定役員(同号ニ）(注８） □ 有   ☑ 無 

議決権の割合（同号ニ）（注９） □ 有   ☑ 無 

処分歴（同号へからルまで） □ 有   ☑ 無 
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【具体的記載例 希望する周波数 注４関係】 

別紙１ 

中央の周波数 

放送衛星業務用の周波数（右旋円偏波の電波の周波数に限る。）の全てのうちいずれか 

伝送方式 高度広帯域伝送方式 

テレビジョン放送 

シンボル数 11.2520Mbaud（補完放送（音声、データ）を含む。） 

スロット数 40スロット 

変調方式   16ＡＰＳＫ 

誤り訂正率  ７／９ 

符号化される映像信号の走査方式及び走査線数 順次／2160本  

符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数 3840画素 

符号化された映像信号のフレーム周波数 60／1.001Hz 

符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数 2160画素 
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【具体的記載例 放送事項 注５関係】 

（例１：総合編成の場合） 

 別紙２ 

分    野 

《テレビジョン放送》 

報 道 （一般ニュース、ニュース解説、スポーツニュース、週間ニュース、災害に関する

情報等） 

教 育 （学年別学校向講座、英会話の時間、職業教育講座等） 

教 養 （政治解説、政治討論会、婦人向講座、文学座談会、音楽講座、街頭討論会等） 

娯 楽 （音楽、スポーツ行事、小説朗読、演芸等） 

その他 （通信販売番組等） 

成人向け番組の有無 □有 ☑無 

 

分    野 データ符号化方式の名称 
成人向け番

組の有無 
備 考 

《補完放送（データ）》 

株価、経済指標等の 

経済情報 

ARIB-XML方式ベースマルチメディア符号

化方式 

ARIB-字幕・文字スーパーデータ符号化方

式 

無 

 

本件申請に係る放送番組は、以下のとおりとする。 

(a) 超高精細度テレビジョン放送(当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直

方向の輝度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有す

る超高精細度カメラ等により制作・編集された放送番組を放送するものに限る。以下本申

請書において、「特定超高精細度テレビジョン放送」という。)以外の超高精細度テレビ

ジョン放送を受信する者が特定超高精細度テレビジョン放送以外の超高精細度テレビジ

ョン放送であることを明らかに識別することができるようにするための措置を講ずる。 

(b) １週間当たりの放送時間全体における特定超高精細度テレビジョン放送に係る放送時

間の占める割合は、●●％とする。（※１） 

(c) １週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送に係る放送時間の占め

る割合は、●●％とする。 

(d) 有料放送を含む基幹放送を行うものであり、限定受信方式は「ＡＲＩＢ－限定受信方式

（ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｂ６１）」である。（※２） 

  

（※１） 業務開始当初、当該割合が異なる場合には、以下のように併記することも可とする。 

「ただし、●年目から●年目まで （令和●●年度から令和●●年度まで）は●●％

とする。」 

（※２）有料放送を行う場合に記載すること。 
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【具体的記載例 放送事項 注５関係】 

（例２：総合編成でない場合） 

 別紙２ 

分    野 主たる言語 
成人向け番 

組の有無 
備 考 

《テレビジョン放送》 

野球、サッカーを中心としたスポーツ番組 

 
無 

 

 

分    野 データ符号化方式の名称 
成人向け番 

組の有無 
備 考 

《補完放送（データ）》 

スポーツに関する情報 

ARIB-XML方式ベースマルチメディア 符

号化方式 

ARIB-字幕・文字スーパーデータ符号化方

式 

無 

 

本件申請に係る放送番組は、以下のとおりとする。 

(a) 超高精細度テレビジョン放送(当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直

方向の輝度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有す

る超高精細度カメラ等により制作・編集された放送番組を放送するものに限る。以下、衛

星基幹放送の業務認定申請書において、「特定超高精細度テレビジョン放送」という。)

以外の超高精細度テレビジョン放送を受信する者が特定超高精細度テレビジョン放送以

外の超高精細度テレビジョン放送であることを明らかに識別することができるようにす

るための措置を講ずる。 

(b) １週間当たりの放送時間全体における特定超高精細度テレビジョン放送に係る放送時

間の占める割合は、●●％とする。（※１） 

(c) １週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送に係る放送時間の占め

る割合は、●●％とする。 

(d) 有料放送を含む基幹放送を行うものであり、限定受信方式は「ＡＲＩＢ－限定受信方式

（ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｂ６１）」である。（※２） 

 

（※１） 業務開始当初、当該割合が異なる場合には、以下のように併記することも可とする。 

「ただし、●年目から●年目まで （令和●●年度から令和●●年度まで）は●●％

とする。」 

（※２） 有料放送を行う場合に記載すること。 
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【具体的記載例 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備 注６関係】 
 

 別紙３ 

 （基幹放送の業務に用いられる電気通信設備については、次ページ以降の解説を踏まえ記載する 

こと。） 
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別紙３ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備 

・「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」のうち、審査の対象となる設備（提出資料に記載

を要する設備）は、番組送出設備、中継回線設備、地球局設備に分類される。 

・番組送出設備：放送番組の素材を切り替え、当該放送番組の素材その他放送番組を構成する映像、

音声、文字及びデータに係る信号を調整（デジタル放送の場合にあつては、主として映像、音声

及びデータに係る信号を符号化及び多重化することをいう。）し、放送番組として送出し、並び

にこれらを管理する機能を有する電気通信設備をいう（放送法施行規則第２条11号より）。 

・中継回線設備：番組送出設備から送出された放送番組を地球局設備まで伝送するための電気通信

設備をいう（放送法施行規則第２条第14号より）。 

・地球局設備：人工衛星の放送局の送信設備まで放送番組を伝送するための地球局の送信設備をい

う（放送法施行規則第２条第13号より）。 

・これらの設備に含まれる装置等の例を表に示す。 

 
番組送出設備 ※1 中継回線設備 地球局設備 

・送出マトリクス ※2 

・エンコーダ ※3 

・多重化装置 ※4 

・送出管理装置 ※5 

・基準信号発生装置 ※6 

等 

・番組送出設備から地球局

設備間の回線 

・TS合成装置 

・送信装置 

・空中線 等 

※１ スタジオ設備は含まない。 

※２ 送出する番組の素材を切り替える機能を有する装置。 

※３ 映像、音声等の信号を符号化する機能を有する装置。 

※４ 符号化された映像、音声等の複数の信号を多重化する機能を有する装置。 

※５ 放送番組の送出スケジュール等を管理し、主として番組送出を制御する機能を有する装置。 

※６ 機器の同期をとるためのクロック信号を発生させる装置。 

 

・必要書類は、申請対象の放送設備（番組送出設備、中継回線設備、地球局設備）に関する系統図

等の図面及び安全・信頼性の技術基準への適合状況の確認表のほか、審査対象の放送設備におい

て損壊又は故障（以下、損壊等という。）が発生した際の放送への影響及び他の放送設備の損壊

等による当該放送設備への影響を確認する観点から、番組等の制作に係る設備から放送局の送信

設備までの構成等を記載したものとする。 

・以上の基本的な考え方に基づき「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」に関する書

類は、次ページ以降の①～⑥の要領に基づき作成する。 

















２３ 

  

④ 地球局設備（地球局の免許を受けている場合） 

・地球局設備については電波法に基づく免許取得の際に安全・信頼性に関する審査を受審するので、

取得済みの免許番号を記載することで技術基準を満たしていることの確認を受けていることを

示す。よって放送法の規定に基づき基幹放送事業者の業務の認定を申請する際には地球局設備に

関する書類の提出は必要としない。 
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⑤ 放送設備のサイバーセキュリティ対策 

・サイバーセキュリティは、人の知覚によっては認識することができない電磁的方式により記録、

発信若しくは伝送され、又は受信される情報の漏洩、滅失若しくは毀損の防止その他の当該情報

の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全信頼性確

保のために必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることとされている。 

・放送設備については、情報の発信、伝送及び受信のための設備として、番組の送出に係る番組送

出設備、放送本線系（放送局の送信設備及び当該設備までの中継回線設備）に対して、安全信頼

性確保のために必要な措置が講じられるとともに、その状態が適切に維持管理されることが必要

となる。 

・放送設備に求められるサイバーセキュリティ対策として、放送法関係審査基準に以下の５項目が

規定されている。 

 

（１）放送本線系入力となる番組送出設備について、外部ネットワークから隔離するための次の措

置又はこれと同等と認められる措置 

【記載のポイント】 

様式１に示す当該措置項目のチェック欄に「レ」と記入する。実際講じられている措置は具体例

と一致しなくても良い。措置内容が具体例と異なる場合は、その内容を「実際に講じられている措

置内容」欄に記載する。次のいずれかの措置をとっている旨を確認し記載する。 

①放送本線系の放送設備は、第三者が接続可能な外部ネットワークと接続することはない。 

②業務上、外部ネットワークと接続することがある場合は、ファイアーウォールの設置又は不正接

続対策等の措置をとっている。 

※ 番組送出設備が外部設備と接続される場合は、当該外部設備においてもセキュリティ対策をと

ることが必要。 

 

（２）放送設備に接続される監視・制御及び保守に使用される回線について、外部ネットワークか

らの不正接続対策を行うための次の措置又はこれと同等と認められる措置 

【記載のポイント】 

様式１に示す当該措置項目のチェック欄に「レ」と記入する。実際講じられている措置は具体例

と一致しなくても良い。措置内容が具体例と異なる場合は、その内容を「実際に講じられている措

置内容」欄に記載する。次の①と②の両方の措置をとっている旨を確認し記載する。 

①監視・制御及び保守に使用される回線は、専用回線、ＶＰＮ回線、ポート番号又はアイ・ピー・

アドレスによる接続制限、ＩＤとパスワードにより権限を有する者だけが接続できるようにす

る措置をとっている。 

②未使用時は回線を通じた接続を遮断する等の措置をとっている。 

 

（３）設備の導入時及び運用・保守時におけるソフトウェアの点検について、不正プログラムによ

る被害を防止するため、放送設備のネットワークからの分離・遮断の措置及び不正プログラ

ムの感染防止の措置 
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【記載のポイント】 

設備の導入時及び定期的にソフトウェアの点検・更新を行うこと。また、点検時には不正侵入され

ないよう外部ネットワークから遮断した状態で措置されていることを確認した上で、様式１に示す

当該措置項目のチェック欄に「レ」と記入する。 

 

（４）放送設備に対する物理的なアクセス管理について、機密性が適切に配慮されるための次の措

置又はこれと同等と認められる措置 

【記載のポイント】 

様式１に示す当該措置項目のチェック欄に「レ」と記入する。実際講じられている措置は具体例

と一致しなくても良い。措置内容が具体例と異なる場合は、その内容を「実際に講じられている措

置内容」欄に記載する。次の①～③の全ての措置をとっている旨を確認し記載する 

①番組送出設備に接触できる者を限定するため、ＩＤカード、テンキー錠、シリンダー錠又は有

人による入退室の管理等の行う措置をとっている。 

②監視・制御回線、保守回線に係る機器は、公衆が容易に立ち入ることができないよう施錠等の

措置がされた建物内に設置されている。 

③USBメモリ等の外部記録メディアを使用する場合は、不正プログラムに感染していないことを

確認して接続している。 

 

（５）放送設備の運用・保守に際して、業務を確実に実施するための組織体制の構築及び業務の実

施に係る規程若しくは手順書の整備に関する次の措置又はこれと同等と認められる措置 

【記載のポイント】 

サイバーセキュリティ対策を確実に実施することができる体制を示す資料として、次の①～③の

観点を網羅した社内規程又は対応マニュアルを作成する。同規程又はマニュアルが大部の場合等は、

概略版を提出すれば良い。 

①サイバー事案発生時の対応策及び再発防止策 

②サイバー事案発生時の事故報告に関する連絡先の整備、報告実施手順 

③放送設備のソフトウェアの更新等の実施方法 

 

基幹放送の業務を確実に実施することができる体制を示す資料として提出する組織体制図、管理

規程類にサイバーセキュリティ対策についての記載が含まれている場合は、それに代えることが出

来る。 

本資料については、免許、再免許又は認定の申請時に添付すること。社内規程又は対応マニュア

ルを見直す場合においても、サイバーセキュリティ対策を確実に実施することができる体制を維持

すること。 
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⑥ 基幹放送の品質に関する技術基準 

・「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」について、様式２により当該設備が準拠する送信

の標準方式の種類について、チェック欄に「レ」と記入する。 



別紙３－１ 衛星基幹放送の安全・信頼性に関する技術基準における措置項目と対象設備 
 

措置項目 番組送出設備 中継回線設備 地球局設備 放送局の送信設備 

 

大分類 

 

小分類 

（１） 予備機器等  予備機器の確保、切替 ○ ○ ○ ○ 

（２） 故障検出 

① 故障等を直ちに検出、運用者へ通知 ○ ○ ○ ○ 

 
② 

やむを得ず①の措置を講ずることができない
設備について、故障等を速やかに検出、運用
者へ通知 

※1 ※1 ※1 ※1 

（３） 試験機器及び応急復旧機材の
配備 

① 試験機器の配備 ○ ○ ○  

② 応急復旧機材の配備 ○ ○   

（４） 耐震対策 

① 設備据付けに関する地震対策 ○ ○ ○  

② 設備構成部品に関する地震対策 ○ ○ ○  

③ ①、②に関する大規模地震対策 ○ ○ ○  

（５） 機能確認 
① 予備機器の機能確認 ○ ○ ○ ○ 

② 電源供給状況の確認 ○ ○ ○ ○ 

（６） 停電対策 
① 予備電源の確保 ○ ○ ○  

② 発電機の燃料の確保 ○ ○ ○  

（７） 送信空中線に起因する誘導対
策 

 
電磁誘導の防止 ○ ○ ○  

（８） 防火対策  火災への対策 ○ ○ ○  

（９） 屋外設備 
① 空中線等への環境影響の防止  ○ ○  

② 公衆による接触の防止  ○ ○  

（１０） 放送設備を収容する建築物 

ア 建築物の強度 ○ ○ ○  

イ 屋内設備の動作環境の維持 ○ ○ ○  

ウ 立ち入りへの対策 ○ ○ ○  

（１１） 耐雷対策  雷害への対策 ○ ○ ○  

（１２） 宇宙線対策  宇宙線等への対策    ○ 

（１３） サイバーセキュリティ  サイバーセキュリティの確保 ○※2 ○※2 ○※2  

※1 番組送出設備、中継回線設備、地球局設備、及び放送局の送信設備は、いずれも故障等を直ちに検出、運用者へ通知するための機能を設ける。 

※2 対象設備に付随する制御・監視のための電気通信設備並びに対象設備の保守及びシステム変更時の外部接続（媒体接続を含む）のための電気通信設備についても、所要の措置を要する。 

２
７
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様式２ 基幹放送の品質に関する技術基準への適合の確認表 
 

 
 

下記に定められた送信の標準方式に適合する場合はチェック欄に「レ」と記載する。 

衛星基幹放送の品質に関する技術基準への適合の確認表 

送信の標準方式 ✔欄 

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式（平成２３年 

総務省令第８７号） 

第１章、第５章及び第６章 
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第２節 事業計画書（放送法施行規則別表第７の２号） 

 

別表第七の二号 

 第２ 衛星基幹放送に係る事業計画書 

長 

辺 

事業計画書 

  （別紙） 

□(1) 経営形態及び資本又は出資の額 

□(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 

□(3) 主たる出資者及び議決権の数 

□(4) ３分の１を超える議決権を有する者に関する事項 

□(5) 10分の１を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は３分の１を

超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用地

上基幹放送事業者に関する事項 

□(6) 役員に関する事項 

□(7) 放送番組の編集の基準 

□(8) 放送番組の編集に関する基本計画 

□(9) 週間放送番組の編集に関する事項 

□(10) 放送番組の審議機関に関する事項 

□(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

□(12) 災害放送に関する事項 

□(13) 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画 

□(14) 試験の方法及び具体的計画 

□(15) 将来の事業予定 

□(16) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 

□(17) 周波数の使用に関する計画 

 

  

短 辺  （日本産業規格Ａ列４番によること。） 

注１ 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。 

区 別 提出する別紙 備 考 

１ 認定の申請の 

 場合 

 

 

 

 

 

 

 

(1) （注１） （注１） 協会及び学園の基幹放送の業務の

場合は、経営形態については記載を

要しない。 

（注２）  協会の基幹放送の業務の場合は、

提出を要しない。 

（注３）  学園の基幹放送の業務の場合は、

提出を要しない。 

（注４） 臨時目的放送を専ら行う基幹放送

の業務の場合は、提出を要しない。 

（注５） 法第８条に規定する経済市況、自

(2) （注２）（注３） 

(3) （注２）（注３） 

(4) （注２）（注３）（注４）

(5) （注２）（注３）（注４）

(6) （注２） 

(7) （注３）（注４）（注５）

(8) （注４）（注５） 

(9) 

(10) （注３）（注４）（注５）
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(11) （注４）（注６） 然事象及びスポーツに関する時事に

関する事項その他総務省令で定める

事項のみを放送事項とする放送を専

ら行う基幹放送の業務の場合は、提

出を要しない。 

（注６） 学園の基幹放送の業務の場合は、

考査に関する事項については記載を

要する。 

(12) （注３） 

(13) （注７） 

(14) （注８） 

 (15) (注２）（注３）（注４）

 (16) （注２）（注３）（注４）

 (17)  

２ 認定の変更の

申請の場合 

(1) （注１）（注９） 

(2) （注２）（注３）（注９） 

(3) （注２）（注３）（注９） 

(4) （注２）（注３）（注４） 

    （注９） 

(5) （注２）（注３）（注４） 

    （注９） 

(6) （注２）（注９） 

(7) （注３）（注４）（注５） 

    （注９） 

(8) （注４）（注５）（注９） 

(9) （注９） 

(10)（注３）（注４）（注５） 

（注９） 

(11)（注４）（注６） 

(12)（注３） 

(13)（注７） 

(14)（注８） 

(15)（注２）（注３）（注４） 

    （注９） 

(16)（注２）（注３）（注４） 

    （注９） 

(17)（注９） 

（注７） 衛星基幹放送試験局を用いて行う

基幹放送の業務に限る。 

（注８） 基幹放送を行う実用化試験局を用

いて行う基幹放送の業務に限る。 

（注９） 当該変更により事業計画書に重大

な変更があるときに限る。 

３ 認定の更新の

申請の場合 

(1) （注１） 

(3) （注２）（注３） 

(4) （注２）（注３） 

(5) （注２）（注３） 

(6) （注２） 

(17)  

 

注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注１の表の区分に従つて

該当する事項にレ印を付けること。 

（⇒ 別紙の記載については次ページ以降を参照してください。） 
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別紙(1) 経営形態及び資本又は出資の額 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(1) 別紙(1)は、次の様式により記載すること。 

ア 株式会社の場合 

経営形態 株式会社 

資本又は出資の額 

発行済株式の額 

及びその株式数 

増資予定の期日、 

額及びその株式数 

増資後の資本の額 

及びその株式数 

   

イ 設立中の株式会社の場合 

経営形態 株式会社（設立中） 

資本又は出資の額 

発起人引受けの株 

式数及びその額 

募集の株式数及び 

その額 
合 計 

   

ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様式に準じて記載すること。 

（注１） 法人の場合は、次の書類を添付すること。 

（ア） 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

（イ） 定款又は寄附行為に基幹放送の業務を行う事業を行うことについての定めがな

い場合は、当該申請を行うことを決議した取締役会等の議事録の写し 

（注２） 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。 

（ア） 定款（会社法第30条第１項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、

認証のある定款）又は寄附行為 

（イ） 法人設立計画書（法人設立までの進行予定を記載した書類とする。） 

（ウ） 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発起人会議事録の写し、発起人

組合契約書の写し及び発起人引受承諾書 

（注３） 法人及び設立中の法人以外の場合は、（注１）及び（注２）に準ずる書類を添付する

こと。 

 

【具体的記載例】 

別紙（1）経営形態及び資本又は出資の額 

経営形態 株式会社（設立中） 

資本又は出資の額 

発起人引受けの株式

数及びその額 

募集の株式数及びそ

の額 
合 計 

株式数 150株 

15,000千円 
― 

株式数 150株 

15,000千円 

・添付資料として以下の書類を提出する。 

① 定款 ② 法人設立計画書 ③ 発起人会議事録、 

④ 発起人組合契約書 ⑤ 発起人引受承諾書
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別紙(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(2) 別紙(2)は、次の様式により記載すること。 

用途別資金の額 資金調達の方法 

 

工事費 

創業費 

その他 

合 計 

千円  

（注１） 「事業開始までに要する用途別資金」の「事業開始」とは、認定を受けようとする基

幹放送の業務を行う事業に係る「放送の開始」である（例えば、既存の衛星基幹放送事

業者が、既存の放送番組の高画質化のために新たに放送設備の改修を行う場合におけ

る当該改修の費用は「事業開始までに要する用途別資金」に該当する。）。 

（注２） 資金調達の方法の欄は、資本金、出資金、社債、借入金、寄付金、積立金、営業収入

等の別及び金額を記載すること。 

（注３） 貸借対照表、損益計算書、株式引受承諾書の写し、社債申込証の写し、融資証明書等

資金調達の確実性を証明する書類を添付すること。 

 

【具体的記載例】 

別紙（2）事業開始までに要する用途別資金及び調達方法 

用途別資金の額 資金調達の方法 

 

工事費 

創業費 

保証金 

その他（※） 

人件費 

オフィス賃料 

広告宣伝費 

合 計 

千円 

          0 

 

          0 

 

50,000 

80,000 

100,000 

    230,000 

 

資本金により充当 

 

資本金により充当 

 

兼営事業により充当 

兼営事業により充当 

●●銀行より融資 

（※）その他費用は、事業開始までに要するものを記載。 
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別紙(3) 主たる出資者及び議決権の数 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(3) 別紙(3)は、次の様式により記載すること。 

ア 議決権の総数 

区  分 株式数（株） 議決権の数（個） 

発

行

済

株

式

(Ａ) 

無議決権株式(Ｂ)   

議決権制限株式(Ｃ)   

完全議決権株式 

自己保有株式(Ｄ)   

相互保有株式(Ｅ)   

特定外国株式(Ｆ)   

その他(Ｇ)   

単元未満株式(Ｈ)   

総数(Ｉ)   

備考 １単元の株式数   

（注１） 最近日現在の議決権（株式会社にあつては議決権、その他の法人又は団体にあつては

当該法人又は団体の意思決定機関において議案に対する意思表示を行う権利。以下こ

の別表において同じ。）の状況について記載すること。 

（注２） (Ａ)の欄は、申請者が株式会社である場合に記載すること。 

（注３） (Ｂ)の欄には、会社法第108条第１項第３号の規定により、株主総会の全部の事項につ

いて議決権を行使することができない株式（同法第189条第１項に定める、単元株式数

に満たない数の株式（以下この別表において「単元未満株式」という。）を除く。以下

この別表において「無議決権株式」という。）の総数を記載し、当該株式は議決権の数

に含めない。 

（注４） (Ｃ)の欄には、会社法第108条第１項第３号の規定により、株主総会の一部の事項につ

いて議決権を行使することができない株式（単元未満株式を除く。以下この別表におい

て「議決権制限株式」という。）の総数を記載し、当該株式は議決権の数に含める。 

（注５） (Ｄ)の欄には、無議決権株式又は議決権制限株式以外の株式（単元未満株式を除く。以

下この別表において「完全議決権株式」という。）のうち、会社法第308条第２項の規

定により議決権を有しない株式（以下この別表において「自己保有株式」という。）の

総数を記載すること。 

（注６） (Ｅ)の欄には、完全議決権株式のうち、会社法第308条第１項及び会社法施行規則第67

条第１項に定める、株式会社が株主の経営を実質的に支配することが可能な関係にあ

る場合における当該株主が保有する株式（以下この別表において「相互保有株式」とい

う。）について、総数を記載すること。 

（注７） (Ｆ)の欄は、法第116条第１項又は第２項の規定により株主名簿への記載又は記録を拒

否した株式の数を記載すること。 

（注８） (Ｇ)の欄には、自己保有株式、相互保有株式又は特定外国株式に該当する株式以外の完

全議決権株式について、株式数及び議決権の数を記載すること。 

（注９） (Ｈ)の欄には、単元未満株式の総数を記載すること。
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（注10） (Ｉ)の欄は、発行済株式及び議決権の総数を記載すること。 

（注11） (Ｉ)を証する書類（例：株式分布状況表、株主名簿、有価証券報告書等の議決権の数の

状況が分かる資料）を添付すること。 

（注12） 法第93条の認定を受けて設立される株式会社にあつては、設立時発行株式の状況を記

載すること（ウにおいて同じ。）。 

 

【具体的記載例】 

別紙（3）主たる出資者及び議決権の数 

ア 議決権の数 

区  分 株式数（株） 議決権の数（個） 

発

行

済

株

式

(Ａ) 

無議決権株式(Ｂ) 100  

議決権制限株式(Ｃ) 0 0 

完全議決権株式 

自己保有株式(Ｄ) 0  

相互保有株式(Ｅ) 0  

特定外国株式(Ｆ) 0  

その他(Ｇ) 1,996,400 19,664 

単元未満株式(Ｈ) 3,500  

総数(Ｉ) 2,000,000 19,664 

備考 １単元の株式数 100株  

 

【補足説明】 

・ 「株式数（株）」の欄については、(Ｂ)＋(Ｃ)＋(Ｄ)＋(Ｅ)＋(Ｆ)＋(Ｇ)＋(Ｈ)＝(Ｉ)が成立するように、「議

決権の数（個）」の欄については(Ｃ)＋(Ｇ)＝(Ｉ)が成立するようにご記載ください。 
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イ 主たる出資者及び議決権の数 

氏名又は名称 住 所 職 業 
議決権の総数に対する 

議決権の比率（％） 
備 考 

     

（注１） 議決権の総数に対する議決権の比率が100分の１以上の者（株式会社にあつては株主、

その他の法人又は団体にあつては当該法人又は団体の意思決定機関において議案に対

する意思表示を行う権利を有する構成員（以下この別表において「社員又は理事等」と

いう。））について記載すること。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定め

による比率を記載し、定款を提出すること。 

（注２） 設立中の法人又は団体にあつては、（注１）によるほか、発起人全員について記載す

ること。 

（注３） 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対する議決権の比率が100分

の１以上となる予定がある場合は、それについて併せて記載すること。 

（注４） 法人又は団体にあつては、名称に代表者氏名を付記すること。 

（注５） 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人又は団体に

あつては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

（注６） 職業の欄は、法人又は団体にあつては「何事業」、個人にあつては「何（株）（代）専

務（常）」、「雑貨商店主」のように記載すること。この場合において、法人又は団体

の代表権を有する役員については役名の前に「（代）」の文字を、常勤の役員について

は役名の後に「（常）」の文字を付記すること。 

（注７） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

（ア） 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類 

（イ） 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

（ウ） 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体であるときはその旨 

（エ） 出資の予定のものについてはその旨 

 
【具体的記載例】 

イ 主たる出資者及び議決権の数 
ふりがな 

住 所 職 業 
議決権の総数に対する 
議決権の比率（％） 備 考 氏名又は名称 

ふ り が な 
××株式会社 
ふ り が な  
代表取締役社長 ○○ ×× 

東京都中央区 製造業 ５０．５％  

ふ り が な 
○○株式会社 
ふ り が な  
代表取締役社長 ○○ ×× 

東京都千代田区 広告業 ３０．４％  

ふ り が な 
株式会社×○ 
ふ り が な  
代表取締役社長 ○○ ×× 

大阪府大阪市 放送業 １４．１％  

ふ り が な 
△△株式会社 
ふ り が な  
代表取締役社長 ○○ ×× 

愛知県名古屋市 小売業 ５．０％  
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ウ 外資議決権比率に関する事項 

（ア） 申請者が上場会社等以外である場合 

区  分 

氏

名

又

は

名

称 

 

住

所 

(Ａ) 

法

人

番

号 

(Ｂ) 

株

式

数 

(株) 

(Ｃ) 

議

決

権

の

数 

(個) 

(Ｄ) 

(Ｄ)

／

議

決

権

の

総

数 

(％) 

(Ｅ) 

日

本 

の

国

籍

の

確

認

方

法 

備

考 

日本の国籍を有する者 

(Ｆ) 

        

日本法人 

(Ｇ) 

        

合  計         

（注１） 上場会社等とは、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商

品取引所をいう。）に上場されている株式又はこれに準ずるものとして第87条で定め

る株式を発行している会社をいう（（イ）において同じ。）。 

（注２） 申請者が株式会社である場合は株主、その他の法人又は団体である場合は社員又は

理事等についての事項を記載すること。ただし、定款に別段の定めがある場合は、そ

の定めに従い記載し、定款を提出すること（（イ）において同じ。）。 

（注３） (Ａ)の欄は、イの（注５）に準じて記載すること。 

（注４） (Ｂ)の欄は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第15項に規定する法人番号を有する場合に記載すること。 

（注５） (Ｃ)の欄は、申請者が株式会社である場合に記載すること。 

（注６） (Ｄ)の欄は、申請者が株式会社である場合は、(Ｃ)から株主総会の議決権を有しない

こととされる株式（アの(Ｃ)の議決権制限株式を除く。）の数を減じて計算した数を記

載すること。 

（注７） (Ｅ)の欄は、アの(Ｉ)に記載した議決権の総数に対するウの（ア）の(Ｄ)の比率を記載

すること。この場合において、小数点第３位を四捨五入とし小数点第２位まで記載す

ること。 

（注８） 備考の欄は、イの（注７）（ア）、（イ）及び（エ）に準じて記載すること。 

（注９） (Ｆ)の欄は、日本の国籍を有する者であつて法第93条第１項第７号ロに掲げる者に

該当しない者を記載すること。 

（注10） (Ｇ)の欄は、法第93条第１項第７号ロ及びハに掲げる者に該当しない法人又は団体

（地方公共団体を含む。）を記載すること。 

（注11） (Ｆ)及び(Ｇ)の欄は、(Ｅ)を合算した比率が５分の４を上回るまで記載すれば足り、そ

れ以上については記載を要しない。 

（注12） (Ｃ)及び(Ｄ)を証する書類（例：株式分布状況表、株主名簿、有価証券報告書等の議決

権の数の状況が分かる資料）を添付すること。 
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【具体的記載例】 

ウ 外資議決権比率に関する事項 

区  分 

氏名又は
名称 

 

住所 
(Ａ) 

法
人
番
号 
(Ｂ) 

株
式
数 
(株) 
(Ｃ) 

議
決
権
の
数 
(個) 
(Ｄ) 

(Ｄ)／
議決
権の
総数 
(％) 
(Ｅ) 

日本の国
籍の確認

方法 

備
考 

日本の国籍 
を有する者 

(Ｆ) 

○○ ○○ 
千葉県千
葉市中央
区 

 1000 1000  10.00% 
住民票によ
り確認 

 

○○ ○○ 
東京都墨
田区 

 500 300 3.00% 
住民票によ
り確認 

 

○○ ○○ 
埼玉県さ
いたま市
中央区 

 200 200  2.00% 
パスポート
の写しによ
り確認 

 

日本法人 
(Ｇ) 

A 株式会社 
北海道札
幌市 

****
****
**** 

5000 4000 40.00% 
  

B株式会社 
神奈川県
横浜市 

****
****
**** 

1600 1600 16.00% 
  

C 株式会社 
東京都中
央区 

****
****
**** 

1000 1000 10.00% 
  

合  計    9300 8100 81.00%   

 

【補足説明】 

・ （E）欄については、合計が80（%）を超えるところまで、（ Ｆ ）及び（ Ｇ ）の者をご記載ください  

・ 「日本国籍の確認方法」欄については、次に掲げる証拠書類により確認した旨を記載ください。

ただし、申請者の判断によりそれ以外の方法（口頭、メール等）で確認した場合は、その旨を記

載してください。 

＊ 戸籍抄本 

＊ 本籍の情報が入った住民票の写し 

＊ 日本の旅券（パスポート）の顔写真が入ったページの写し（有効期間満了前のものに限る。） 
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（イ） 申請者が上場会社等である場合 

区  分 

氏

名

又

は

名

称 

住

所 

(Ａ) 

法

人

番

号 

(Ｂ) 

株

式

数 

(株) 

(Ｃ) 

議

決

権

の

数 

(個) 

(Ｄ) 

(Ｄ)

／

議

決

権

の

総

数 

(％) 

(Ｅ) 

備

考 

外国法人等 

議決権の総数の1000分の１以

上を占める者 

       

議決権の総数の1000分の１未

満を占める者の合計 

（計 者） 

(Ｆ) 

       

合  計        

（注１） 外国法人等とは、法第93条第１項第７号イからハまでに掲げる者をいう。 

（注２） (Ａ)の欄は、イの（注５）に準じて記載すること。 

（注３） (Ｂ)から(Ｅ)までの欄は、（ア）の（注４）から（注７）までに準じて記載すること。 

（注４） 備考の欄は、イの（注７）（ア）、（イ）及び（エ）に準じて記載すること。 

（注５）  ( Ｆ )の欄は、議決権の総数の1000分の１未満を占める外国法人等について合算して

記載すること。この場合において、当該外国法人等の数を「（計 者）」に記載する

こと。 

（注６） (Ｃ)及び(Ｄ)を証する書類（例：株式分布状況表、株主名簿、有価証券報告書等の議決

権の数の状況が分かる資料）を添付すること。 
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【具体的記載例】 

ウ 外資議決権比率に関する事項 

区  分 

氏
名
又
は
名
称 

住 

所 

(Ａ) 

法

人

番

号 

(Ｂ) 

株

式

数 

(株) 

(Ｃ) 

議

決

権

の

数 

(個) 

(Ｄ) 

(Ｄ) 

／ 

議 

決 

権 

の 

総 

数 

(％) 

(Ｅ) 

備 

考 

外

国

法

人

等 

議決権の総数の1000分

の１以上を占める者 

A Inc 

〇〇〇〇 

Laramie 

Ave 

Chicago,IL 

U.S.A 

 500 500 5.00%  

議決権の総数の1000分

の１未満を占める者の

合計（計31者） 

(Ｆ) 

   300 300 3.00%  

合  計    800 800 8.00%  
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別紙(4) ３分の１を超える議決権を有する者に関する事項 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(4) 別紙⑷は、次の様式により記載すること。 

  

 

 

氏名又は名称 

 

 

議決権の総数

に対する議決

権の比率 

（Ａ）が地上基幹放送事業者

の10分の１を超える議決権

又は衛星基幹放送事業者若

しくは移動受信用地上基幹

放送事業者の３分の１を超

える議決権を有する場合、

当該事業者の名称 

備考 

３分の１を超える議

決権を有する者 

（Ａ） 

 ％   

 うち（A）の有す

る議決権と計算

される議決権を

有する者 

（Ｂ） 

 ％   

（注１） 議決権の取扱いは、次の（ア）から（ウ）までに定めるところにより計算し、記載する

こと。 

（ア） 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の

名義が異なつていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。

また、一の者が、未公開株式に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を

行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同一の

内容の議決権を行使すると認められる場合においては、その議決権は当該一の者の

有する議決権とみなして計算すること。 

（イ） 一の者が議決権の２分の１を超える議決権を有する法人又は団体が、基幹放送の業

務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決

権とみなす。ただし、一般社団法人等が、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権

を有する場合にあつては、一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又は

責任役員を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして

計算すること。 

（ウ） （イ）の本文の規定は、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する法人又

は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以

上の法人又は団体が介在している場合（関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞ

れその議決権の２分の１を超える議決権を当該一の者又は他の関連法人等（その議

決権の２分の１を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によつて保有され

ているものに限る。）によつて保有されている場合に限る。）に準用する。
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（エ） （ウ）の規定を適用する場合において、介在している関連法人等も３分の１を超え

る議決権を有する者となるときは、当該関連法人等についても（Ａ）及び（Ｂ）の欄を

記載すること。なお、（Ｂ）の欄の記載については、（A）の欄に記載される者の議決

権と計算される議決権を、関連法人等を介在することなく直接有する者についての

み記載するものとする。 

（注２） （B）の欄は、議決権を有する全ての者について記載すること。 

（注３） 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の

種類を記載すること。また、（B）の欄を記載した場合は、当該欄の備考の欄に（A）の有

する議決権と計算される理由を記載すること。 

 

【補足説明】 

・ （Ａ）が地上基幹放送事業者の10分の１を超える議決権又は衛星基幹放送事業者若しくは移動受

信用地上基幹放送事業者の３分の１を超える議決権を有する場合、当該事業者の名称に、「地上

基幹放送事業者」、「衛星基幹放送事業者」又は「移動受信用地上基幹放送事業者」の別を記載

するとともに、当該議決権の割合を記載すること。 

 

【具体的記載例】 

別紙（4）３分の１を超える議決権を有する者に関する事項 

  

 

 

氏名又は

名称 

 

 

議決権の総数

に対する議決

権の比率 

（Ａ）が地上基幹放送事

業者の10分の１を超え

る議決権又は衛星基幹

放送事業者若しくは移

動受信用地上基幹放送

事業者の３分の１を超

える議決権を有する場

合、当該事業者の名称 

 

 

 

備 考 

３分の１を超える

議決権を有する者 

（Ａ） 

××株式

会社 
５２．５％ 

株式会社○○△ 

【衛星基幹放送事業

者、35.0％】 

 

 うち（A）の有

する議決権と計

算される議決権

を有する者 

（Ｂ） 

○×株式

会社 
２．０％  

××株式会

社が１／２

を超える議

決権を有す

るため。 

３分の１を超える

議決権を有する者 

（Ａ） 

○○株式

会社 
３３．４％ 該当なし  

 うち（A）の有

する議決権と計

算される議決権

を有する者 

（Ｂ） 

△△株式

会社 
３．０％  

○○株式会

社が１／２

を超える議

決権を有す

るため。 
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別紙(5) 10分の１を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は３分の１を超える

議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用 地上基幹放送

事業者に関する事項 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(5) 別紙(5)は、次の様式により記載すること。 

 氏名又は名称 
他の基幹放送事業者の

総議決権に対する比率 
備考 

自らが10分の１を超える

議決権を有する他の地上

基幹放送事業者又は３分

の１を超える議決権を有

する他の衛星基幹放送事

業者若しくは他の移動受

信用地上基幹放送事業者 

（Ａ） 

 ％  

 うち自らが有する議

決権と計算される議

決権を有する者 

（Ｂ） 

 ％  

（注） (4)（注１）（ア）から（ウ）まで、（注２）及び（注３）に準じて記載すること。また、

次の（ア）及び（イ）によること。 

（ア） (4)（注１）の（ア）から（ウ）までについては、「一の者」とあるのは「基幹放送

の業務を行おうとする者」と、「基幹放送の業務を行おうとする者」とあるのは「他の

基幹放送事業者」とそれぞれ読み替えること。 

（イ） (4)（注１）の（ア）から（ウ）までに準じて記載する場合において、介在している

関連法人等がさらに他の関連法人等を介在して基幹放送事業者の議決権を有するとき

の（B）の欄の記載については、（A）の欄に記載される基幹放送事業者の議決権を他の

関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。 

 

【補足説明】 

・ （A）について、氏名又は名称の欄に、「地上基幹放送事業者」、「衛星基幹放送事業者」又は

「移動受信用地上基幹放送事業者」の別を併記すること。 
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【具体的記載例】 

別紙（5） 10分の１を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は３分の１を超える議決

権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用 地上基幹放送事業者に

関する事項 

 氏名又は名称 

他の基幹放送事業者

の総議決権に対する

比率 

備考 

自らが10分の１を超え

る議決権を有する他の

地上基幹放送事業者又

は３分の１を超える議

決権を有する他の衛星

基幹放送事業者若しく

は他の移動受信用地上

基幹放送事業者 

（Ａ） 

 

株式会社●●放送 

【衛星基幹放送事業

者】 

４０．０％ 

 

 

うち自らが有する議

決権と計算される議

決権を有する者 

（Ｂ） 

××企画株式会社 ４０．０％ 

申請者は株式

会社●●放送

に対し４０ . 

０％の議決権

を有する××

企画株式会社

に対し１／２

超の議決権を

有するため。 
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別紙(6) 役員に関する事項 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(6) 別紙(6)は、次の様式により記載すること。 

ふりがな 
住所 役名 担当部門 兼職 

特定役員への該当

の有無 
日本の国籍の有無 備考 

氏  名 

     □有 □無 □有 □無  

（注１） 株式会社にあつては役員、その他の法人又は団体にあつてはこれに準ずる者について

記載すること。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めに従い記載し、定款を

提出すること。 

（注２） 特定役員とは、表現の自由享有基準第２条第13号に規定する業務執行役員及び同条第

14号に規定する業務執行決定役員をいい、申請者の業務執行決定役員であつて業務執行

役員でない者の数の当該申請者の業務執行決定役員の総数に占める割合が３分の１を超

えない場合にあつては、業務執行役員をいう。 

（注３） 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載すること。 

（注４） 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「（代）」の文字を、常勤の役

員については役名の後に「（常）」の文字を付記すること。 

（注５） 兼職の欄は、基幹放送の業務を行う事業及び新聞事業に係るものについてはその全部

を、その他のものについてはその代表的なものを（注４）に準じて記載すること。 

（注６） 日本の国籍の有無の欄は、特定役員に該当する場合に記載すること（認定の申請又は認

定の変更の申請若しくは届出の場合に限る。）。 

（注７） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

（ア） 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

（イ） 日本の国籍を有しない人であるとき又は兼職に係る法人若しくは団体が外国の法

人若しくは団体であるときはその旨 

（ウ） 予定のものについてはその旨 

（注８） 株式会社であるか、その他の法人又は団体であるかにかかわらず、役員又は役員予定者

の履歴書及び特定役員が日本の国籍を有することを証する書類を添付するほか役員予定

者については役員就任承諾書を添付すること（特定役員が日本の国籍を有することを証

する書類にあつては、認定の申請又は認定の変更の申請若しくは届出の場合に限る。）。 

 

【補足説明】 

・ 備考欄に業務執行決定役員であって業務執行役員でない者については、その旨を記載してくだ

さい。 

・ 日本の国籍を有することを証する書類として、次のうちのいずれかを添付してください。 

＊ 戸籍抄本（申請から1年以内に取得したものに限る。） 

＊ 本籍の情報が入った住民票の写し（申請から１年以内に取得したものに限る。） 

＊ 日本の旅券（パスポート）の顔写真が入ったページの写し（有効期間満了前のものに限る。） 
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【具体的記載例】 

別紙（6） 役員に関する事項 

ふりがな 

住所 役名 
担当 

部門 
兼職 

特定役員

への該当

の有無 

日本の国

籍の有無 
備考 

氏    名 

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 東京都千代田区 
（代）取締役社

長（常） 
 

A 株 式 会

社取締役 
■有□無 ■有□無  

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 神奈川県横浜市 取締役（常） 総務部 
 

■有□無 ■有□無  

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 千葉県千葉市 取締役（常） 営業部 
 

■有□無 ■有□無  

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 東京都北区 取締役（常） 編成部 
 

■有□無 ■有□無  

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 東京都港区 取締役  

B 株 式 会

社取締役

（常） 

■有□無 ■有□無 

・令和○年○

月○日就任予

定 

・業務執行決

定役員であっ

て業務執行役

員でない 

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 東京都渋谷区 取締役  

C 株 式 会

社取締役

（常） 

D 株 式 会

社取締役 

■有□無 ■有□無 

・業務執行決

定役員であっ

て業務執行役

員でない 

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 東京都千代田区 取締役  
E 株 式 会

社取締役 
■有□無 ■有□無 

・業務執行決

定役員であっ

て業務執行役

員でない 

●
ふ

●
り

 ●
が

●
な

 神奈川県横浜市 監査役  
F 株 式 会

社監査役 
□有■無 －  
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別紙(7) 放送番組の編集の基準 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(7) 別紙(7)は、放送番組の目的別種別（別表第六の二号の注５⑵の場合を除く。）及び放送の対

象とする者に応じた放送番組の編集の基準又はその案を記載すること。 

 

(13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針があるとき

は、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。 

 

【補足説明】 

・ 放送番組の目的別種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準又はその案を、

放送法令や審査基準を踏まえ作成すること。 

（参考） 

放送法関係審査基準 別紙２の２ 

(1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。特に、放送番組に成人向け番組が含まれる場合は、

当該番組の視聴契約に際し、視聴者が視聴可能年齢以上であることを確認した上で視聴契

約を締結するとともに、ペアレンタルロック等の青少年保護措置を講ずるものであること。  

(2) 政治的に公平であること。 

(3) 報道は、事実を曲げないですること。 

(4) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにするこ

と。 

 

・ 「放送番組の編集の基準を定め、又は、変更した場合には、法第５条第２項の規定により、こ

れを公表するものであること（放送法関係審査基準別紙２の７）」に留意し、放送番組の編集の

基準の具体的な公表方法について記載すること。 

 

 

 
様式適宜 
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別紙(8) 放送番組の編集に関する基本計画 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(8) 別紙(8)は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又はその案を記載すること。こ

の場合において、特別の経営方針による衛星基幹放送の業務（学園によるものを除く。）につい

ては、対象とする受信者層を併せて記載すること。なお、衛星基幹放送の放送番組に成人向け番

組が含まれる場合は、対象とする受信者層を限定するための具体的措置（視聴契約時における

年齢確認、ペアレンタルロック（視聴年齢制限の情報を付加して放送された放送番組について、

視聴可能年齢を受信機に登録し、かつ、暗証番号を設定することにより、登録された年齢未満の

者の視聴の排除を可能とする機能をいう。）等）について併せて記載すること。 

また、有料放送を含む基幹放送を行う旨を記載するとともに、限定受信方式の名称を次の記載

例に従つて記載すること。この場合において、限定受信方式識別子が指定されている場合はその

指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお、名称のみでは方式を特定できない場合

は、さらに詳細な内容を記載すること。 

【記載例】 有料放送を含む基幹放送を行うものであり、限定受信方式は、「ＡＲＩＢ－限定受信

方式」である。 

 

 (13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針があると

きは、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。 

 

【補足説明】 

・ 「放送番組の編集の基準」に基づいた放送を実施するにあたり、具体的に放送番組を編集する 

ための基本的な計画を作成すること。 

基本計画の例：番組編成の計画、放送番組の種類ごとの主な内容、特別の経営方針による衛星基

幹放送の業務を行う場合の対象する受信者層、放送番組に成人向け番組が含まれ

る場合のペアレンタルロック等の措置、有料放送の場合の限定受信方式等。 

 

 

 

 

様式適宜 
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別紙(9) 週間放送番組の編集に関する事項 

【放送法施行規則 別表第７の２号注２抜粋】 

(9) 別紙(9)は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間（臨時目的放送を専ら行

う基幹放送事業者の場合を除く。）について、次のアからウまでの様式により記載すること。 

ア 放送番組表 

曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

        

計 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 

合 計 時間 分 備 考 
 

（注１） １週間の放送番組の代表例を記載すること。 

（注２） 個々の放送番組の内容が放送の目的別種別（別表第六の二号の注５（2）の場合を除く。）

のいずれに該当するかを色別、記号別等の方法により、個々の放送番組の欄内に表示す

ること。この場合において、一の放送番組の内容が２以上の種類に該当するときは、それ

らの種類の全てについて表示するとともに放送時間を付記すること。 

（注３） 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。 

（注４） テレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、補完放送であつて、映像に伴うものの放送

を行うものの場合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内に表示すること。

この場合において、一の放送番組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全

てについて表示するとともに放送時間を付記するものとし、１週間の総放送時間につい

て、字幕放送、解説放送の別に１週間の放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に

記載すること。 

（注５） データ放送を行う基幹放送事業者は、その放送番組の標準的な受信形態を備考欄に記

載すること。 

（注６） 超短波放送を行う基幹放送事業者で、補完放送であつて、主音声に伴うもの以外のもの

の放送を行う場合又はテレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、補完放送であつて映

像に伴うもの以外のものの放送を行う場合は、当該補完放送による放送番組が分かる記

号等を記載すること。 

（注７） テレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、複数の走査方式などによる放送を行うも

のの場合は、個々の放送番組の欄内に走査方式などの別がわかる記号等を記載すること。 

（注８） 超高精細度テレビジョン放送を行う基幹放送事業者の場合であつて、超高精細度テレ

ビジョン放送の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂

直方向の輝度信号の画素数を有する超高精細度カメラ等により制作・編集された放送番

組を放送する超高精細度テレビジョン放送と当該超高精細度テレビジョン放送以外の超

高精細度テレビジョン放送のいずれも行うときは、個々の放送番組の欄内にその別が分

かる記号等を記載すること。
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（注９） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係る放送番組について、個々の放

送番組の欄内に「有」の記号等を表示し、合計欄内に有料放送に係る放送時間及び比率を

（ ）で再掲すること。 

 
イ 放送の目的別種類による放送時間等 

放送の目的別種類 １週間の放送時間 比 率 備考 

報  道 

教  育 

教  養 

娯  楽 

そ の 他 

時間  分 ％  

合  計 時間  分 100.0％  

（注１） １週間の放送時間の欄は、アの放送番組表に基づいて集計したものを記載すること。 

（注２） 放送の目的別種類の「その他」とは、通信販売番組その他教養番組、教育番組、報道番

組及び娯楽番組以外の放送番組をいい、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するこ

と。 

（注３） 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位まで記載すること。 

 

ウ 他から供給を受ける放送番組の時間等 

供給者名 
１週間の放送時間（他からの供給を 

受ける放送番組） 

供給に関する協定等の

有無 

（ニュース） 

放送事業者 

小計 時間（ 分）  ％ 

 

その他の者 

小計 時間（ 分）  ％ 

 

計（①） 時間（ 分）  ％  

（ニュース以外の番組） 

放送事業者 

小計 時間（ 分）  ％ 

 

その他の者 

小計 時間（ 分）  ％ 

 

計（②） 時間（ 分）  ％  

合計（①＋②＝③） 他社の放送番組 時間  （ 分） ％ 

備 考 自社の放送番組 時間  （ 分） ％ 

（注１） 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放送番組のうち、他から供給を受けるもの

について、放送事業者及びその他の者の別に記載すること。 

（注２） 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の欄の時間に対する当該欄の比率を記載

すること。 
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（注３） 「備考」の欄（自社の放送番組）の比率は、１週間当たりの総放送時間から「合計（①

＋②＝③）」の欄（他社の放送番組）の比率を差し引いた比率を記載すること。 

（注４） 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類を添付するこ

と。 

（注５） 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係る放送時間をそれぞれ該当す

る欄内に（ ）で記載すること。 

（注６） 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位まで記載すること。 

 

(13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針があるとき

は、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。 

 

【補足説明】 

・ 「ア 放送番組表」の注４については、以下の様式により、字幕放送、解説放送の別に１週間の

放送時間の総放送時間に対する割合を記載すること。 

１週間当たりの総放送時間 分（ ％） 

 

字幕付与可能な放送番組に係る時間（注１） 分（ ％） 

 字 字幕放送（注２） 分（ ％） 

解説付与可能な放送番組に係る時間（注３） 分（ ％） 

 解 解説放送（注４） 分（ ％） 

(注１)  字幕付与可能な放送番組とは次に掲げる放送番組を除くすべての放送番組をいう（自

主的に字幕を付与することを妨げるものではない。例えば、「外国語の番組」であって

も、日本語の字幕が付与されている場合は、「字幕付与可能な放送番組」及び「字幕を

付与する放送番組」に含めてよい。）。 

① 技術的に字幕を付すことができない放送番組（例 現在のところ、複数人が同時に会

話を行う生放送番組） 

② 外国語の番組 

③ 大部分が器楽演奏の音楽番組 

④ 権利処理上の理由等により字幕を付すことができない放送番組 

(注２)  字幕放送とは、音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形

を見ることができる放送番組をいう（データ放送やオープンキャプションにより番組の

大部分を説明している場合を含む。）。 

(注３)  解説付与可能な放送番組とは権利処理上の理由等により解説を付すことができない

放送番組を除くすべての放送番組をいう（「権利処理上の理由等により解説を付すこと

ができない放送番組」とは次に掲げる放送番組）。 

① 権利処理上の理由により解説を付すことができない放送番組 

② ２か国語放送や副音声など２以上の音声を使用している放送番組 

③ 5.1chサラウンド放送番組 

④ 主音声に付与する隙間のない放送番組 
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 (注４) 解説放送とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明す

るための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。 

 

・ 「ア 放送番組表」に関連して、今回の衛星基幹放送業務の認定にあたっては、青少年保護措置

として、「時間帯の配慮」、「番組本編開始前の事前表示等」、「インターネット等を通じた番

組情報の表示」の各措置を想定しているため、それらの措置について実施している場合は具体的

な措置内容を記載すること。また、青少年保護措置を要する番組を放送しない場合には、その旨

を記載すること。 

 

・ 「ア 放送番組表」に関連して、一部の時間帯において特定超高精細度テレビジョン放送以外の

超高精細度テレビジョン放送を行う場合は、放送法関係審査基準別紙３の２(4)に規定する超高

精細度テレビジョン放送識別措置の具体的な内容について、適宜の様式により記載すること。 

（参考） 

放送法関係審査基準 別紙３の２(4) 

(4) 放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、一部の時間帯において超高精細度テレビ

ジョン放送(当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数と

同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有する超高精細度カメラ等により制

作・編集された放送番組を放送するものに限る。以下この別紙３において「特定超高精細度テ

レビビジョン放送」という。)以外の超高精細度テレビジョン放送を行うときは、特定超高精細

度テレビジョン放送以外の超高精細度テレビジョン放送を受信する者が特定超高精細度テレ

ビジョン放送以外の超高精細度テレビジョン放送であることを明らかに識別することができ

るようにるための措置（以下この別紙３において「超高精細度テレビジョン放送識別措置」と

いう。）を講ずることが放送事項に明確に記載されていること。（略） 

 

・ 「ア 放送番組表」に関連して、特定超高精細度テレビジョン放送を確実に行うことが可能な体

制があることについて、当該放送を行うための組織・要員の体制、番組制作等に係る設備及びこ

れらの整備費用を含め、適宜の様式により具体的に記載すること。 

（参考） 

放送法関係審査基準別紙３の３(7) 

(7) 放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合は、放送事項に明確に記載された一週間当たりの放

送時間全体における特定超高精細度テレビジョン放送に係る放送時間の占める割合がより高

く、かつ、特定超高精細度テレビジョン放送をより確実に行うことが可能な体制があること。

（略）  
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（凡例） ○有：有料放送 □字：字幕放送 □解：解説放送 

□UC：特定超高精細度テレビジョン放送番組（※）以外の超高精細度テレビジョン放送番組 

（当該記号がないものは特定超高精細度テレビジョン放送番組） 

※ 超高精細度テレビジョン放送（当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直方

向の画素数と同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有する超高精細度

カメラ等により制作・編集された放送番組を放送するものに限る。）をいう。以下、事業

計画書において、特定超高精細度テレビジョン放送という。 

 

（※）本番組表は、放送番組の視聴需要について、総務省が実施するアンケート調査の参考資料とさ

せていただきますので、申請者が放送を予定している放送番組の内容について、できる限り具

体的、かつ、分かりやすく記載してください。（例：スポーツ中継→プロ野球中継） 

（※）番組種別ごとに、色分けを行ってください。 

 

【次ページに続く】   
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【前ページより】 

（備考） 

（１） １週間の総放送時間に対する字幕放送及び解説放送の放送時間の割合 

１週間当たりの総放送時間 ●●●●分（●●％） 

 

字幕付与可能な放送番組に係る時間（注１） ●●分（●●％） 

  字 字幕放送（注２） ●●分（●●％） 

解説付与可能な放送番組に係る時間（注３） ●●分（●●％） 

  解 解説放送（注４） ●●分（●●％） 

（将来の事業計画において、特別に考慮する点） 

上記の放送時間数に関わらず、放送開始後、可能な限り、字幕放送及び解説放送を増やすよう

努めることとする。 

 

（２） 青少年保護措置 

・放送する時間帯は、●時～●時とする。 

・番組本編開始前に「青少年の視聴に適さない内容を含む」旨をテロップ等により表示する。 

・インターネット上の番組宣伝ページに「青少年の視聴に適さない内容を含む」旨を記載する。 

 

（３） 超高精細度テレビジョン放送識別措置 

アップコンバート等の手法により制作された４Ｋ番組を放送する場合には、当該番組がア

ップコンバート等の手法により制作された４Ｋ番組であることを視聴者が明らかに識別で

きるよう、当該番組がアップコンバート等の手法により制作された４Ｋ番組である旨を放送

番組の画面上及びＥＰＧに表示する。 

 

（４） 放送番組の高画質性 （※） 具体的に記載すること。 

特定超高精細度テレビジョン放送を確実に行うことが可能な体制については、･･･。 

 

【次ページに続く】 
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【前ページより】 

イ 放送の目的別種類による放送時間等 

放送の目的別種類 １週間の放送時間 比 率 備 考 

報  道 ●●時間●●分 ●●％  

教  育 ●●時間●●分 ●●％  

教  養 ●●時間●●分 ●●％  

娯  楽 ●●時間●●分 ●●％  

その他 

通信販売番組 ●●時間●●分 ●●％  

通信販売番組 

以外 
●●時間●●分 ●●％  

合  計 ●●時間●●分 100.0％  

ウ 他から供給を受ける放送番組の時間等 

供給者名 
１週間の放送時間（他からの供給

を受ける放送番組 ） 
供給に関する協定等の有無 

（ニュース）放送事業者 

・㈱●●放送 

小計 

 

●時間●分（●時間●分） ●％ 

●時間●分（●時間●分） ●％ 

 

有（別添契約書）（※） 

その他の者 

小計 

 

             時間 （ 分） ％ 

 

計（①） ●時間●分（●時間●分） ●％  

（ニュース以外の番組） 

放送事業者 

・●●テレビ㈱ 

・㈱●●放送小計 

 

 

●時間●分（●時間●分） ●％ 

●時間●分（●時間●分） ●％ 

●時間●分（●時間●分） ●％ 

 

 

有（別添契約書） 

有（別添契約書） 

その他の者 

・●●映像小計 

 

●時間●分（●時間●分） ●％ 

●時間●分（●時間●分） ●％ 

 

有（別添契約書） 

計（②） ●時間●分（●時間●分） ●％  

合計（①＋②＝③）     他社の放送番組  時間●分（●時間●分）   ●％ 

備考     自社の放送番組  時間●分（●時間●分）  ●％ 

（※） 放送番組の供給に関する協定をあらかじめ締結できない場合であっても、特定の者か

らのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を

締結するものでない旨を記載した書類を提出すること。 
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別紙(10) 放送番組の審議機関に関する事項 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(10) 別紙(10)は、次の様式により記載すること。 

ふりがな 
住 所 性 別 生年月日 職 業 備 考 

委員の指名 

      

委員総数 人 

（注１） 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。 

（注２） 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論家」等のように記載すること。 

（注３） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

（ア） 他の放送番組の審議機関の委員であるときはその旨及び当該審議機関の名称 

（イ） 他の放送事業者の審議機関と共同して設置しようとする場合はその旨及び共同設

置者の氏名又は名称 

（ウ） 予定のものについてはその旨 

（注４） 委員予定者については、委員就任承諾書を添付すること。 

 

(13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針があるとき

は、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。 

 

【具体的記載例】 

別紙（10） 放送番組の審議機関に関する事項 

ふりがな 
住 所 性 別 生年月日 職 業 備 考 

委員の指名 

衛星
えいせい

 太郎
た ろ う

 ●●県●●市 男 昭和●年●月●日 大学教授 

●●番

組審議

機関 

委員
ふりがな

 ② 東京都●●区 女 昭和●年●月●日 評論家  

委員
ふりがな

 ③ ●●県●群● 女 昭和●年●月●日 研究者  

委員
ふりがな

 ④      

委員
ふりがな

 ⑤      

委員
ふりがな

 ⑥      

委員
ふりがな

 ⑦      

委員総数                                  ７人 

  （添付資料）委員就任承諾書 

（※） 委員予定者の委員承諾書を必ず添付すること。 
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別紙(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(11) 別紙(11)は、次により記載すること。 

ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的かつ具体的に記載すること。この

場合において、編集の責任者については、その権限等について併せて記載すること。 

イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記載すること。この場合において、

考査の方法を併せて記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又は添付すること。 

ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。 

 

(13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針があるとき

は、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。 

 

 
 

 
 
 

様式適宜 
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【前ページより】 

(2)緊急警報放送の実施 

気象庁から発表された大津波警報、津波警報、津波注意報について、警報名と対象

地域、津波到達予測時刻及び予想される波の高さの情報を文字スーパーにより表示

するとともに、日本地図上に大津波警報を紫、津波警報を赤、津波注意報を黄のラ

インで対象地域を明示する。

 

(3)Ｌアラートの放送利用 

Ｌアラートにより発信されたＪアラート情報等を文字スーパーで表示する。 

 

(3) 災害放送の実施マニュアル 

・別添のとおり  （※） 災害放送の実施マニュアルを添付すること。 

 

(4) 費用の内訳 

科目 内容 金額 

●●● ▲▲▲▲ ■■■千円 

●●● ▲▲▲▲ ■■■千円 

 

(5) その他 

（※） 災害放送の実施体制の構築に当たり、特に重視している取組について記載すること。 
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別紙(15) 将来の事業予定 

次のア及びイについて、将来の事業予定を記載すること。 

ア 特定超高精細度テレビジョン放送の実施計画 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

  

％ ％ 

  

％ ％ 

 

％ 

（注１） 放送を開始する年を１年目としてください。令和６年度に放送を開始する場合は、令和

６年度を１年目とし、令和６年度からの５年間における年度ごとの特定超高精細度テレ

ビジョン放送の実施予定（目標）比率を記載してください。 

この場合において、実施予定（目標）比率は、１週間の放送時間全体における特定超高精

細度テレビジョン放送に係る放送時間の占める割合を記載してください。 

（注２） 数値の推移について特段の事情や理由がある場合は余白に記載してください。 

 

イ 視聴覚障害者向け放送の実施計画（字幕放送及び解説放送の実施） 

  １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

字幕放送 
  ％ 

（  ％） 

  ％ 

（  ％） 

  ％ 

（  ％） 

   ％ 

（  ％） 

   ％ 

（  ％） 

解説放送   ％   ％   ％    ％    ％ 

（注１） 放送を開始する年を１年目としてください。令和６年度に放送を開始する場合は、令和

６年度を１年目とし、令和６年度からの５年間における年度ごとの字幕放送及び解説放

送の実施予定（目標）比率を記載してください。この場合において、字幕放送については、

毎日６時から25時までのうち連続した18時間における字幕付与可能な全ての放送番組に

対する比率を、解説放送については、毎日７時から24時までの間における権利処理等の

理由等により解説を付すことができない放送番組を除く全ての放送番組に対する比率を

記載してください。 

（注２） 字幕放送の欄の「（％）」に、毎日６時から25時までのうち連続した18時時間から７

時から24時までの17時間を除いた１時間における、字幕付与可能な全ての放送番組対す

る字幕放送の実施予定（目標）比率を記載してください（県域放送を行う民間放送曲に

ついては、記載不要です。） 

（注３） 数値の推移について特段の事情や理由がある場合は余白に記載してください。
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別紙(16) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

(14) 別紙(16)は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載すること。 

ア 兼営する事業 

兼営する事業の名称 事 業 の 概 要 

  

イ 他の事業への出資 

 

事業者の名称 

 

資本金（Ａ） 

 

事業の概要 

 

出資の額（Ｂ） 

出資の比率 

（Ｂ）/（Ａ） 

×100 

 

備考 

 百万円  千円 ％  

（注１） 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本金の額の10分の１以上の場合に

ついて記載すること。 

（注２） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

（ア） 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に対する出資の比率と異なる

ときは、その比率 

（イ） 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類 

 

【具体的記載例】 

別紙（16） 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 

ア 兼営する事業 

兼営する事業の名称 事 業 の 概 要 

物品販売事業 スポーツグッズ製作、販売 

  

イ 他の事業への出資 

 

事業者の名称 

 

資本金（Ａ） 

 

事業の概要 

 

出資の額（Ｂ） 

出資の比率 

（Ｂ）/（Ａ） 

×100 

 

備考 

●●企画㈱ 10 百万円 番組制作 6,000千円 60.0%  

㈱○○ 1,000 百万円 商社 10,000千円 1.0%  
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別紙(17) 周波数の使用に関する計画 

【放送法施行規則 別表第７の２号 注２ 抜粋】 

ア 伝送の方式等 

伝送方式  

変調方式  

イ スロットの用途等 

用途 備考 

□標準テレビジョン放送 

（補完放送    □行う □行わない） 

（降雨減衰対策  □行う □行わない） 

  

□高精細度テレビジョン放送（ＨＤ） 

（マルチ編成   □行う □行わない） 

（補完放送    □行う □行わない） 

（降雨減衰対策  □行う □行わない） 

  

□高精細度テレビジョン放送（フルＨＤ） 

（補完放送    □行う □行わない） 

（降雨減衰対策  □行う □行わない） 

  

□超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ）   

□超高精細度テレビジョン放送（８Ｋ）   

□データ放送   

上記に用いるスロットの数   

（注１） 用途の欄は、申請に係る放送の内容に応じ、□にレ印をつけること。 

（注２） この様式において、「高精細度テレビジョン放送（ＨＤ）」とは、高精細度テレビジ

ョン放送のうち、一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数が

千四百四十のものをいう。 

（注３） この様式において、「マルチ編成」とは、一部の時間帯に、複数の超高精細度テレビ

ジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行うものをいう。 

（注４） この様式において、「高精細度テレビジョン放送（フルＨＤ）」とは、高精細度テレ

ビジョン放送のうち、一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素

数が千九百二十のものをいう。 

（注５） この様式において、「超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ）」とは、超高精細度テレ

ビジョン放送のうち、走査方式にかかわらず有効走査線数が二千百六十本以上四千三

百二十本未満のものをいう。 

（注６） この様式において、「超高精細度テレビジョン放送（８Ｋ）」とは、超高精細度テレ

ビジョン放送のうち、走査方式にかかわらず有効走査線数が四千三百ニ十本以上のも

のをいう。 

（注７） この様式において、「降雨減衰対策」とは、降雨等による電波の減衰に対処するため、

階層変調を行うものをいう。 

（注８） 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を記載するとともに、参考

となる資料を添付すること。
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【具体的記載例】 

別紙（17） 周波数の使用に関する計画 

ア 伝送の方式等 

伝送方式 高度広帯域伝送方式 

変調方式 １６ＡＰＳＫ 

 

イ スロットの用途等 

用途 備考 

□標準テレビジョン放送 

（補完放送    □行う □行わない） 

（降雨減衰対策  □行う □行わない） 

  

□高精細度テレビジョン放送（ＨＤ） 

（マルチ編成   □行う □行わない） 

（補完放送    □行う □行わない） 

（降雨減衰対策  □行う □行わない） 

  

□高精細度テレビジョン放送（フルＨＤ） 

（補完放送    □行う □行わない） 

（降雨減衰対策  □行う □行わない） 

  

☑超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ）   

□超高精細度テレビジョン放送（８Ｋ）   

□データ放送   

上記に用いるスロットの数   
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「放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン」 

 

チェック 項目（放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの該当条文） 該当ページ 

□ 適用対象（第二条）  

□ 利用目的の特定（第四条）  

□ 利用目的による制限（第五条）  

□ 不適正な利用の禁止（第六条）  

□ 取得の制限（第七条）  

□ 適正な取得（第八条）  

□ 取得に際しての利用目的の通知等（第九条）  

□ データ内容の正確性の確保（第十条）  

□ 個人データの保存期間及び消去（第十一条）  

□ 安全管理措置（第十二条）  

□ 従業者及び委託先の監督（第十三条）  

□ 個人情報保護管理者（第十四条）  

□ プライバシーポリシー（第十五条）  

□ 漏えい等の報告等（第十六条）  

□ 第三者提供の制限（第十七条）  

□ 外国にある第三者への提供の制限（第十八条）  

□ 第三者提供に係る記録の作成等（第十九条）  

□ 第三者提供を受ける際の確認等（第二十条）  

□ 個人関連情報の第三者提供の制限等（第二十一条）  

□ 保有個人データに関する事項の公表等（第二十二条）  

□ 開示（第二十三条）  

□ 訂正等（第二十四条）  

□ 利用停止等（第二十五条）  

□ 理由の説明（第二十六条）  

□ 開示等の請求等に応じる手続（第二十七条）  

□ 手数料（第二十八条）  

□ 事前の請求（第二十九条）  

□ 受信者情報取扱事業者による苦情の処理（第三十条）  

□ 仮名加工情報の作成等（第三十一条）  

□ 仮名加工情報の第三者提供の制限等（第三十二条）  

□ 匿名加工情報の作成等（第三十三条）  

□ 匿名加工情報の提供（第三十四条）  

□ 識別行為の禁止（第三十五条）  

□ 安全管理措置等（第三十六条）  

□ 放送受信者等の個人情報（第四十条）  

□ 受信機に記録された個人情報（第四十一条）  

□ 視聴者特定視聴履歴（第四十二条）  

□ 域外適用（第四十三条）  

□ ガイドラインの見直し（第四十四条）  
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２ 放送番組の視聴需要に関する事項（放送法関係審査基準別紙３の３(９)） 

以下の様式により放送番組の概要等について記載すること。 

放送番組の視聴需要に関する事項 

（１）番組概要等 

 

（注） 事業計画書別紙(9)ア放送番組表に記載した内容に即した番組の概要や特徴につい

て、300 字程度で簡潔に記載すること。 

 

（２）有料・無料の別 

□ 有料放送  

（予定している１契約当たりの料金：   円） 
□ 無料放送 

（注１） 有料放送を行う場合、予定している１契約当たりの料金を合わせて記載するこ

と。 

（注２） 有料放送を行う場合であって、料金体系が複雑となる場合は、欄外に備考として

料金プラン等を記載すること。 

 
（※）放送番組の視聴需要について、総務省が実施するアンケート調査の参考資料とさせていた

だきますので、特に(1)番組概要等に関しては、申請者が放送を予定している番組の概要や

特徴について、できる限り具体的、かつ、分かりやすく記載してください。 
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第４節 事業収支見積（放送法施行規則別表第８号） 

【放送法施行規則 別表第８号 抜粋】 

別表第八号（第 65 条第１項関係） 

第１ 見積表 

 第１年目 第２年目 第３年目 第４年目 第５年目 

 

 

 

科    目 

 

 

 

事業 

収支 

  

 

 

基幹

放送

の業

務を

行う

事業

の収 

支 

 

 

 

事業

収支 

 

 

    

基幹

放送

の業

務を

行う

事業

の収 

支 

 

 

 

事業

収支 

 

 

 

基幹

放送

の業

務を

行う

事業

の収 

支 

 

 

 

事業

収支 

 

 

 

基幹

放送

の業

務を

行う

事業

の収 

支 

 

 

 

事業

収支 

 

 

 

基幹

放送

の業

務を

行う

事業

の収 

支 

 

１ 売上高 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

   放送料 

     有料放送料 

     放送番組制作料 

     放送番組売上料 

     その他 

２ 売上原価 

     放送費 

     放送委託費 

     技術費 

     人件費 

     減価償却費 

     その他 

３ 売上総利益（１-２） 

４ 販売費及び一般管理費 

     販売費 

     一般管理費 

     人件費 

     減価償却費 

     その他 

５ 営業利益（３-４） 

６ 営業外収益 

７ 営業外費用 

８ 経常利益 

   （５+（６-７）） 

備    考           
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注１ 見積表上の「第１年目」から「第５年目」までの各年目は、事業者の決算年度ベースで

事業開始から５年間分を記載すること（例えば、３月決算の事業者で、第１年目の基幹放

送の業務を行う事業の開始が 10 月であれば、第１年目の「基幹放送の業務を行う事業の

収支」は６ヶ月分である。）。 

注２ 事業収支の欄は、申請者が行う基幹放送の業務及び兼営する事業の収支を総合したもの

を記載すること。 

注３ 備考の欄は、事業収支が相償わない場合における措置を記載すること。 

注４ 有料放送料の欄は、有料放送を行う基幹放送事業者の場合に限る。なお、有料放送の受

信に関し、有料放送料以外の金銭を受信者に負担させる場合は、その金銭に係る収益及び

費用について、適宜の科目を設けて記載すること。 

注５ 次の書類を添付すること（臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。）。 

（ア） 放送料金表 

（イ） 有料放送料金表 

（ウ） 最近の決算期における計算書類 

（エ） その他参考となる書類注６・７ （略） 

 

【補足説明】 

・ 各科目の細目は以下のとおり。 

〈売上高〉 

放送料 ・ＣＭ収入（スポット売り） 

・番組枠提供料（タイム売り） 

・その他（広告宣伝等の対価と考えられる収入等） 

有料放送料 ・加入料収入（プラットフォーム登録手数料と同額） 

・基本料収入（プラットフォーム管理手数料と同額） 

・視聴料収入（単チャンネルの収入）（視聴料金×件数を記載） 

・視聴料収入（パックの収入）（パック配分料×件数を記載） 

放送番組制作料（※１） ・番組制作を依頼され、番組を制作した対価 

放送番組売上料 

（※１）（※２） 

・ＣＡＴＶ及びＩＰＴＶへの番組配信による売上（契約件数を記載） 

・通信事業（ＶＯＤ等）による売上 

・パッケージ販売（ＤＶＤ等）による売上 等 

その他（※１） ・衛星放送事業による収入以外の収入 

（放送番組制作料、放送番組売上料以外の収入を記載すること。例

えば、主として小売業を営む者が、従たる事業として衛星放送事業

を営む場合には、当該小売業に係る収入を記載すること。） 

〈売上原価〉 

放送費 ・番組制作費 

・番組購入費 

放送委託費 ・トランスポンダ使用料 

・アップリンク料 
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技術費 ・プレイアウト施設費 

・エンコード施設費 

・ＣＡＳ管理業務委託料 

・その他の費用（アップリンク局までの回線使用料 等） 

人件費 ・「放送費」「技術費」に関する役員、社員の給与／賞与 等 

減価償却費 ・放送機器、設備等固定資産減価償却費 

その他（※１） ・衛星放送事業以外の費用 

〈販売費及び一般管理費〉 

販売費 ・広告宣伝費／販売促進費 等 

・プラットフォーム業務手数料（課金業務委託費） 

・プラットフォーム登録手数料（加入料収入と同額） 

・プラットフォーム管理手数料（基本料収入と同額） 

一般管理費 ・家賃等賃貸料／光熱費、電話代等経常的費用 

・その他の費用（旅費、交通費、雑費 等） 

人件費 ・「販売費」「一般管理費」に関する役員、社員の給与／賞与 等 

減価償却費 ・創業費等繰延資産減価償却費 等 

その他（※１） ・衛星放送事業以外の費用 

〈営業外収益〉 

営業外収益 ・受取利息、配当金、特別利益 等 

〈営業外費用〉 

営業外費用 ・支払利息、割引料 

・特別損失 等 

（※１） 「基幹放送の業務を行う事業の収支」の欄には、放送番組制作料、放送番組売上料、そ

の他、営業外収益は含まないこと。 

（※２） 「放送番組売上料」の欄は、いわゆるコンテンツのマルチユースまで含めることとし、

衛星基幹放送において放送を実施していない番組に係る収入は、「その他」の欄に含める

こと。 
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【放送法施行規則 別表第８号 抜粋】 

第２ 見積りの根拠 

ア 収益 

区    分 １週間平均の回数 単 価 １週間平均の収入 １年間の収入 

 

（記載例） 

放送料 

  Ａタイム  30 分 

             15 分 

  Ｂタイム   30 分 

             15 分 

  Ａスポット  

  Ｂスポット 

回 千円 千円 千円 

注１ 第１の表の１の項の収益の科目ごとに、第１年目、第２年目、第３年目、第４年目及

び第５年目の別に記載することとし、売上高のその他及び営業外収益の科目については

適宜の様式により記載すること。ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一で

ある場合は、その算出方法を適宜の様式により記載することにより、第２年目、第３年

目、第４年目及び第５年目の収益の記載を省略することができる。 

注２ 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、契約者数及び有料放送料金について、適宜

の様式により第１年目、第２年目、第３年目、第４年目及び第５年目の別に記載するこ

と。ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一である場合は、その算出方法を

適宜の様式により記載することにより、第２年目、第３年目、第４年目及び第 ５年目の

契約者数及び有料放送料金の記載を省略することができる。 

注３・４ （略） 

注５ 有料放送を行う場合における加入者数については、その見積りの根拠を、可能な限り

詳細に記載すること。 

 

イ 費用 

科  目 金  額 根  拠 

 千円  

    注 アの注に準じて記載すること。 

 

第３ 放送番組の主たる利用見込者 

次の様式により記載すること。 

ふりがな 
住所 

１年間の利 

用見込金額 

１週間の利用度 
備考 

氏名又は名称 回数 時間 

      

注１ 他人の利用に供するものについて記載すること。 

注２ 利用見込者は、都道府県別に記載すること。
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注３ 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人にあつては本

店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

注４ 備考の欄は、利用見込者が株主であるとき又は株主になろうとするものであるときは、

その旨を記載すること。 

注５ （略） 
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【図の記載のポイント】 

・ 平常時の放送設備の的確な運用・保守及び非常災害発生等の緊急時を含め、放送設備の損壊等

が発生した際における的確な対応を実施するための組織全体の連絡系統、各組織の名称、責任者、

業務概要、及び要員の数を記載すること。 

・ 「責任者」については、当該実施体制における総括責任者を記載し、その者以外に社内各部署

に責任者が置かれる場合は、連絡系統組織図内に適宜記載すること。 

・ 「連絡系統及び要員」については、他事業者（業務委託先）との連絡系統、迅速な故障原因分

析のための保守会社及び機器ベンダーとの連絡系統、総務省との連絡系統を記載するとともに、

地方自治体等公共機関との連絡体制が整えられている場合はそれらも含め、記載すること。 

・ 「総務省との連絡系統」については、非常災害等を含む障害発生時において確実に連絡をとる

ことができる連絡先を記載すること。 

 

② 管理規程類 

業務を確実に遂行するために整備している規程、マニュアル等（※）について、その名称と概要

を記載する。 

（※） 障害対応に関するもの、非常災害発生等の緊急時における対応に関するもの、放送設備の

保守に関するもの、放送設備の的確な維持・管理に資する技術・技能を習得するための訓練

に関するもの 等 

 

２ 業務に従事する者の実務経験等 

組織体制図における各組織の責任者の実務経験等として、放送設備の運用・保守等の業務に従事

する者の氏名、略歴（放送設備の運用・保守の業務及びこれに類する業務等に従事した年数が分か

るもの）、無線従事者資格等を記載する。 

【具体的記載例】 

組織名称 氏 名 略 歴 無線従事者資格等 その他特記事項 

放送部 ●● ●● 
昭和●年●月 入社 

平成●年●月 放送部長 

第一級総合無線通信士 

電気通信主任技術者 

重大事故報告 

年次報告 

放送部 

総括グループ 
●● ●● 

平成●年●月 入社 

平成●年●月 放送部総括ＧＭ 
  

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 
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第３編 Ｑ＆Ａ 
 

【申請書記載事項】 

 
問 1-1 「希望する周波数」の欄について、今回の公募では周波数の公表がされておりませ

んが、どのように記載すればよいでしょうか。 

（答） 今回の公募においては、ＢＳ右旋の周波数のすべてのうちいずれかが割り当てら

れることとなるため、衛星基幹放送の業務認定申請書において、指定事項として指

定されることを希望する周波数のうち中央の周波数として、「放送衛星業務用の周

波数（右旋円偏波の電波の周波数に限る。）のすべてのうちいずれか」と記載して

ください。 

 

問 1-2 業務開始の予定期日となる放送開始時期については、いつ頃に設定すればよいで

しょうか。 

（答） 放送開始時期については、放送開始のために必要な作業（例：地球局その他の放

送設備の整備、受信機の動作検証など）に要する期間が、事業計画の内容によって

異なると思われるため、申請者において、衛星基幹放送局提供事業者等と十分に調

整を行うようにしてください。 

なお、「業務開始の予定期日」の欄には、令和６年秋頃までに帯域再編（新たな

放送を開始するための帯域を確保すること）が終了する予定※１であることを前提に、

実際に業務を行うことが出来る予定の期日を可能な限り具体的※２に記載してくだ

さい。 

※１ 帯域再編の終了の時期については、作業の進捗状況により後ろ倒しとなる可

能性がございます。 

※２ 記載例：令和６年 12 月中旬、令和７年３月下旬 

 

問 1-3 「広告放送の割合」について、ここにいう「広告放送」には、いわゆる通販番組が

含まれるという理解でよいでしょうか。 

（答） ここにいう「広告放送」とは、一定事項の周知又は宣伝のために対価を得て行う

放送のことです。ご質問のいわゆる通販番組がこれに該当する場合には「広告放送」

に含まれます。 

 

問 1-4 「青少年保護措置」について、どのような青少年保護措置を講ずればよいのでしょ

うか。 

（答） 「時間帯」の配慮や「番組本編開始前の事前表示」、「番組宣伝枠等での表示」

等を想定しており、これらについて措置を行っている放送事業者を優位に審査しま

す。これら以外にも措置を講じている場合は、具体的な措置を記載してください。

なお、青少年保護措置を要する番組には成人向け番組以外の番組も含まれます。（措

置すべき番組を放送しない場合） 
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問 1-5 「字幕放送等の充実」について、「外国語の番組」は「字幕付与可能な放送番組」

から除外されていますが、当該番組に字幕を付与している場合は、「字幕を付与す

る放送番組」に含めてもよいのでしょうか。 

（答） 「外国語の番組」であっても、日本語の字幕が付与されている場合は、「字幕付

与可能な放送番組」及び「字幕を付与する放送番組」に含めていただいて差し支え

ありません。 

 

問 1-6 テレビＣＭについては、「字幕付与可能な放送番組」に該当するのでしょうか。 

（答） テレビＣＭは、「字幕付与可能な放送番組」に該当します。 

 

問 1-７ オープンキャプションとクローズドキャプションについて、どちらも字幕に含ま

れるのでしょうか。 

（答） オープンキャプションとクローズドキャプションについて、どちらも字幕に含ま

れます。 

 

問1-8 「特定超高精細度テレビジョン放送」とは、具体的にどのような番組を意味するの

でしょうか。例えば、映画等のいわゆる「４Ｋリマスター」は、本件に含まれるの

でしょうか。 

（答） 「特定超高精細度テレビジョン放送」とは、超高精細度カメラ等により制作・編

集されたいわゆるピュア４K・８Kを指します。アップコンバートなどの手法により

放送される放送番組の放送は含みません。 

映画等のいわゆる「４Kリマスター」は、当該番組を放送する超高精細度テレビジ

ョン放送の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有するカメラ等により制

作・編集された放送番組に相当する放送番組の放送時間は含みます。 

 

【審査項目】 

 

問 2-1 「事業者の多様性」について、関係会社（親会社、子会社等）が衛星基幹放送事業

者である場合は劣後するのでしょうか。 

（答） 「事業者の多様性」は、認定を受けようとする申請者自身が衛星基幹放送事業者

である場合は劣後するという趣旨であるため、関係会社が衛星基幹放送事業者であ

るかどうかは問われません。 

 

問 2-2 「広告放送の割合」について、有料放送における広告放送は含まないと解釈してよ

いでしょうか。また、「３割を超えないこと」（審査基準別紙３の２（１）及び３

（４））とあるのは、３割以下であれば同じ評価となるということでしょうか。 

（答） 「広告放送に係る放送時間」が３割以下であれば、その割合が何割であっても同

じ評価となります。 
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問 2-3 字幕放送及び解説放送は必ず実施しなければならないのでしょうか。 

（答） 放送法第４条第２項において字幕番組・解説番組をできる限り多く設けるように

しなければならないこととする放送努力義務が課せられております。具体的な目標

としては、同項等を踏まえて策定された放送分野における情報アクセシビリティに

関する指針において、民放キー局系ＢＳ放送事業者以外のＢＳ放送事業者について

は、字幕放送は「2027 年度までに、できる限り対象※１の全てに字幕付与」すること、

解説放送は「できる限り目標（2027 年度までに対象※２の放送番組の５％以上に解説

付与に努める）に近づくよう解説付与」することが定められています。なお、放送

開始後１年を目途に、字幕放送及び解説放送の実施状況について確認をさせていた

だくことを考えております。 

※１ 次に掲げる放送番組を除く全ての放送番組が対象 

①技術的に字幕を付することができない放送番組（例：現在のところ複数人が同

時に会話を行う生放送番組） 

②外国語の番組 

③大部分が器楽演奏の音楽番組 

④権利処理上の理由等により字幕を付すことができない放送番組 

※２ 次に掲げる放送番組を除く全ての放送番組が対象 

①権利処理上の理由により解説を付すことができない放送番組 

②２か国語放送や副音声など２以上の音声を使用している放送番組 

③５.1ｃｈサラウンド放送番組 

④主音声に付与する隙間のない放送番組 

 

（参考）ＢＳ放送事業者の令和３年度実績 

 字幕放送 解説放送 

ＮＨＫ（ＢＳ１） 42.8％ 3.0％ 

ＮＨＫ（ＢＳプレミアム） 90.9％ 11.1％ 

ＮＨＫ（ＢＳ４Ｋ） 87.8％ 8.8％ 

民放キー局系ＢＳ事業者平均（２Ｋ） 54.2％ 1.5％ 

民放キー局系ＢＳ事業者平均（４Ｋ） 54.3％ 1.5％ 

（※）対象となる放送番組における字幕放送・解説放送の割合 

 

問 2-4 「放送番組の高画質性」については、どのような観点から審査を行うのでしょう

か。 

（答） 超高精細度カメラ等により制作・編集された放送番組の放送時間の占める割合が

高いこと及び特定超高精細度テレビジョン放送をより確実に行うことが可能な体制

があることについて審査を行います。 

 

問 2-5 「災害放送の実施」の比較審査基準について、どのような放送を実施していればよ

り高い評価となりますか。 
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（答） 放送開始から、緊急地震速報を実施すること、緊急警報放送を実施すること、緊

急地震速報及び各種警報以外の災害放送を行うための措置の実施を予定している場

合は具体的な措置を記載していれば、より高い評価とすることを想定しています。 

 

問 2-6 「放送番組の視聴需要」については、どのような観点から審査を行うのでしょう

か。 

（答） 申請受付後に、申請のあった番組についてアンケート調査を実施し、その結果需

要が高いとみなされるものについて、より高い評価とすることを想定しています。 

 

問 2-7 「周波数の有効利用」については、どのような観点から審査を行うのでしょうか。 

（答） 同程度のサービスを比較したときに、より少ないスロット数で放送を行う場合に

より高い評価とする審査です。一方で、今回の公募は４K 放送の募集であり、現在

普及している４K 放送対応の受信機は 40 以外のスロット数により４K 放送が行われ

る場合を想定していないことから、使用するスロット数は 40 で申請することを想

定しています。 

 

問 2-8 「放送の能率的な普及」については、どのような観点から審査を行うのでしょう

か。 

（答） 帯域再編終了後、出来るだけ早期に業務を開始する計画であることについて審査

を行います。その際、添付される具体的なスケジュールが分かる資料により当該計

画の妥当性を確認します。      

 

【その他の留意点】 

 

問 3-1 申請受付期間中に申請様式の改正が予定されているとのことですが、様式改正後

に、書類の再提出は必要になるのでしょうか。 

 (答)  ４月中旬に申請様式の改正が予定されていますが、改正前に現行の申請様式で

申請された方に対して、改正後様式での再提出を求めることは想定しておりません。 

なお、申請様式が改正された際は、総務省ＨＰに掲載されている本マニュアルを改

正するとともに、公募説明会参加者へ周知いたします。 

 

問 3-2 申請受付開始後、申請マニュアルの内容について、個別に総務省に対して、質問を

することは可能でしょうか。 

（答） 申請書の記載方法や審査基準の考え方等について、個別の問い合わせをいただい

た場合は、申請者間の公平性を確保する観点から、本冊子その他公表ベースの資料

に記載されている内容の範囲で回答させていただくこととなります。 
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問 3-3 認定を受けた全ての事業者がリモコンのチャンネル番号が割り当てられるのでし

ょうか。 

（答） 割当てが可能なリモコンの論理チャンネル番号のうち空いている番号は２つ（３

ch 及び 10ch）であることから、３者が認定を受けた場合には認定を受けてもチャン

ネル番号が割り当てられないことがあります。 

また、リモコンのチャンネル番号が割り当てられない事業者は、受信機によって

は事業者専用のＮＶＲＡＭ（受信機の電源が消えても情報が保持される記録領域）

も利用できない可能性がございます。 

（※） 事業者専用記録領域の使用例：データ放送で貯めたポイントの保存等 
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【令和５年３月22日時点】 

○放送法（昭和２５年法律第１３２号） 
 

（認定） 

第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者（電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる

特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。）は、次に掲げる要件のいずれ

にも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 

一 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 

二 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 

三 当該業務に用いられる電気通信設備（基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。）

が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。 

四 衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数

が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る

周波数の使用に関する基準に適合すること。 

五 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種

類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつ

て享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでな

い。 

イ 基幹放送事業者 

ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者 

ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者 

六 その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のため

に適切であること。 

七 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで（衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送

の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。）のいずれにも該当しないこと。 

イ 日本の国籍を有しない人 

ロ 外国政府又はその代表者 

ハ  外国の法人又は団体 

ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその

議決権の五分の一以上を占めるもの 

ホ 法人又は団体であつて、（１）に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者

により（２）に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合と

を合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの（ニに該当する場合を除く。） 

（１） イからハまでに掲げる者 

（２） （１）に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上で

ある法人又は団体 

ヘ この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

その執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 

ト 第百三条第一項又は第百四条（第五号を除く。）の規定により認定の取消しを受け、その

取消しの日から二年を経過しない者 

チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 

リ 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項 （第四号を除く。）の規定により基幹放送

局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 

ヌ 電波法第二十七条の十六第一項又は第二項 （第四号を除く。）の規定により移動受信用地

上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の

取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 

ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの 
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○基幹放送普及計画（昭和６３年郵政省告示第６６０号） 
 

第２ 放送法第93条第１項第６号に規定する「基幹放送普及計画に適合すること」への適合（特定地上

基幹放送事業者の場合にあっては、電波法第７条第２項第４号ハに規定する「基幹放送普及計画に適

合すること」への適合） 

１ 「基幹放送普及計画に適合すること」に関しては、次の要件に該当すること。 

(1) 放送法第106条第１項の規定に基づき、放送番組の相互の間の調和を保つこと（総合放送を行う

ものに限る。）。 

(2) 放送法第106条第２項の規定に基づき、教育番組の編集及び放送に当たって、その放送の対象と

する者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、

その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにすること（この場合において

、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の

基準に準拠すること。）。 

(3) 第108条の規定に基づき、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放

送をすること。 

(4) 放送法第109条の規定に基づき、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学

校教育の妨げになると認められる広告を含めないこと。 

(5) 放送法第110条の規定に基づき、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含

む放送番組の供給に関する協定を締結しないこと。 

(6)・(7) （略）  

２ （略） 
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○放送法関係審査基準（平成２３年総務省訓令第３０号） 

 
第３章 衛星基幹放送の業務の認定等 

 

(趣旨) 

第５条 法第 93条第１項による衛星基幹放送の業務の認定及び第 97条第１項による放送事項等の変更

許可を行うに当たっては、この章に定めるところによるものとする。 

 

(認定の基準) 

第６条 認定は、次の各号に適合していると認めるときに行う。 

(1) 衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 

基幹放送普及計画(昭和 63 年郵政省告示第 660 号)に基づき、基幹放送局の免許を受けた者にお

いて、現に認定基幹放送事業者の衛星基幹放送の業務の用に供していない周波数があり、申請に

係る衛星基幹放送の業務を確実に実施できること。 

(2) 衛星基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎があること。 

衛星基幹放送の業務が確実に開始され、かつ、継続的に運営されることを確保するため、経理的

基礎が次に適合すること。 

ア 事業開始までの所要資金の調達見通し 

事業開始までに必要な資金の調達が可能であり、かつ、その方法が適正なものであること。 

イ 事業開始後の継続性 

事業収支見積りについては、各年度ごとに費用が適正に算出され、収入は合理的な予測を基

に算出された内容のものであって、事業開始後において継続的な運営を確保するための資金計

画に妥当性があること。 

(3) 衛星基幹放送事業者の業務を維持するに足りる技術的能力は、次に適合するものであること。 

ア 衛星基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が法第111条第１項に定める技術基準に適合す

るように維持するための運用・保守等の業務(以下この章において「設備維持業務」という。)を

確実に実施するため、適正に要員を配置することや緊急時の連絡体制が整備されていること。 

イ 設備維持業務に従事する者が当該業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有

していること。 

(4) 衛星基幹放送の業務に用いられる電気通信設備は、次の要件に適合するものであること。 

ア 法第 111 条第２項第１号の規定による設備の損壊又は故障に対する措置については、規則第

104条から第115条まで及び第122条の規定に従い、別添１に掲げる対策が講じられていること。 

イ 法第 111 条第２項第２号の規定による衛星基幹放送の品質に対する措置は、別添２に掲げる送

信の標準方式に適合するものであること。 

(5) 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和２年総務省令第９号)に適合しているこ 

と。 

(6) 法第 93 条第１項第５号及び自由享有基準に規定する要件に適合していること。 

この場合において、自由享有基準第５条の規定に基づき、一の者が法人又は団体の議決権の 10 分

の１又は３分の１を超える議決権を有しているか否かの判定は、次のアからウまでの議決権を合

算して行うものとすること。 

ア 一の者の名義に係る議決権 

イ 一の者が自己の計算により議決権を有する場合であって、その議決権に係る株式の所有者の

名義が異なるときにおける当該議決権 

ウ 一の者が、未公開株式に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を行うことがで

きる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使する

と認められる場合における当該議決権 

(7) 認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のため 

に適切であること。 

別紙２の基準に合致すること。 

(8) 当該業務を行おうとする者が、法第 93 条第１項第７号イからルまで(ホを除く。)の各規定に 

該当しないこと。 
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(認定の基準の特例) 

第６条の２ 超高精細度テレビジョン放送（基幹放送普及計画第１の１(4)エ又はオに規定する試験放

送を除く。以下この条において同じ。）を行う衛星基幹放送の業務に係る申請に関する前条(1)の規定

による審査については、同(1)の規定にかかわらず、基幹放送普及計画第１の１(4)エに規定する試験

放送に係る衛星基幹放送の業務の用に供している周波数は、前条(1)の現に認定基幹放送事業者の衛

星基幹放送の業務の用に供していない周波数とみなす。 

 

(優先順位) 

第７条 衛星基幹放送の業務に関し第６条(1)から(8)までに適合する衛星基幹放送事業者に指定する

ことのできる周波数が不足する場合には、別紙３の基準により比較審査を行うものとする。この場合

において、次に掲げる周波数ごとに審査を行うものとする。 

(1) 放送衛星業務用の周波数(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第 30 号の規定に

基づき我が国に割り当てられた 11.7GHz から 12.2GHz までの放送衛星業務に使用される周波数を使

用して行われる衛星基幹放送に使用される周波数をいう。以下同じ。)(右旋円偏波(基幹放送普及計

画第１の１(1)イに規定する右旋円偏波をいう。以下同じ。)の電波の周波数に限る。) 

(2) 放送衛星業務用の周波数(左旋円偏波(基幹放送普及計画第１の１(1)イに規定する左旋円偏波

をいう。以下同じ。)の電波の周波数に限る。) 

(3) 放送衛星業務用の周波数以外の周波数(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第

30 号の規定に基づき我が国に割り当てられた 11.7GHz から 12.2GHz までの放送衛星業務に使用さ

れる周波数を使用して行われる衛星基幹放送以外の衛星基幹放送に使用される周波数をいう。以下

同じ。)(右旋円偏波の電波の周波数に限る。) 

(4) 放送衛星業務用の周波数以外の周波数(左旋円偏波の電波の周波数に限る。) 

 

(認定の際の指定事項の指定の方法) 

第８条 指定事項(法第 94条第１項各号に掲げる事項(規則第 70条の規定に基づき併せて指定すること

とされている事項を含む。)をいう。以下同じ。)の指定の際には、申請者が希望する指定事項をその

まま指定するものとする。ただし、電波の公平かつ能率的な利用並びに衛星基幹放送の普及及び健全

な発達の観点から、当該希望する指定事項をそのまま指定して認定を行うことが困難な場合であって

、申請者から書面による同意を得たときは、職権により、当該指定事項以外の指定事項を指定するも

のとする。 

 

(放送事項等の変更許可の基準) 

第９条 法第 97 条第 1 項の規定による放送事項等の変更の許可に係る申請書類の審査に当たっては、

第 6条の規定を準用して審査するとともに、当該放送事項等の変更により当該衛星基幹放送の業務の

同一性が失われないかどうかを審査し、同条の規定に適合し、かつ、同一性が失われない場合は許可

するものとする。ただし、複数の衛星基幹放送の業務(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用す

るものに限る。)の認定を受けている者が、当該衛星基幹放送の業務の伝送容量等(一秒におけるシン

ボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量のこと

をいう。以下この条において同じ。)の合計の範囲内で、一部の衛星基幹放送の業務を廃止するととも

に他の衛星基幹放送の業務の放送の音質、画質等の向上のためその指定された伝送容量等を増加する

場合であって、伝送容量等を増加する衛星基幹放送の業務の放送事項に、廃止する衛星基幹放送の業

務の放送事項の全部又は一部を加える場合は、衛星基幹放送の業務の同一性は失われないものとみな

す。 

 

(資料の提出) 

第 10 条 この章に規定する審査を行うに当たって必要があると認めるときは、申請者に対し、追加資

料の提出を求めるものとする。
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別紙２(第６条及び第 10 条の３関係) 

第６条(7)又は第 10 条の３(7)による審査は、関係法令、基幹放送普及計画及び基幹放送用周波数使用

計画によるほか、下記の基準によることとする。 

記 

１ その業務の認定を受けようとする者(以下この別紙２において「申請者」という。)が確実にその事

業の計画を実施することができること。 

２ その放送番組の編集は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。 

(1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。特に、放送番組に成人向け番組が含まれる場合は、当該番

組の視聴契約に際し、視聴者が視聴可能年齢以上であることを確認した上で視聴契約を締結する

とともに、ペアレンタルロック等の青少年保護措置を講ずるものであること。 

(2) 政治的に公平であること。 

(3) 報道は、事実を曲げないですること。 

(4) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 

３ 教育的効果を目的とする放送を専ら行う者であるときは、次に掲げるところに合致するものである

こと。 

(1) 一週間の放送時間(補完放送であって、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴う

もの以外のものの放送を行う場合は、当該補完放送の放送番組と超短波放送の主音声又はテレビ

ジョン放送の映像に係る放送番組のそれぞれの放送時間)において、教育番組の放送時間がその 50

％以上を占めるものであること。 

(2) 学校教育のための放送又は社会教育のための放送の分量及び配列が当該放送の意図する効果を

もたらすために適切なものであること。 

(3) (1)に規定する放送以外の放送を行うときは、その内容、分量、及び配列が(1)に規定する放送を

行うことに支障を与えないものであり、かつ、その放送の効果を阻害しないものであること。 

４ 臨時かつ一時の目的のための放送を専ら行うときは、その放送番組は、当該目的の達成のために必

要な範囲内のものであること。 

５ テレビジョン放送を行う放送事業者は、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対

して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障

害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるも

のであること。 

６ 申請者(法第８条に規定する放送を専ら行う基幹放送の業務の申請者を除く。)は、放送番組の種別

及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従って放送番組の

編集及び放送を行うものであること。 

７ 放送番組の編集の基準を定め、又は変更した場合には、法第５条第２項の規定により、これを公表

するものであること。 

８ 申請者は、法第６条第１項に規定する審議機関を設置するものであること。 

９ 教育番組については、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的

かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができ

るようにするものであること。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内

容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであること。 

10 学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広

告を含めるものでないこと。 

11 その業務(衛星基幹放送試験局を用いて行う衛星基幹放送の業務を除く。)は、毎日放送を行うもの

であること。 

12 申請者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関す

る協定を締結するものでないこと。 

13 内外放送を行う場合には、放送を通じた国際的な文化交流及び相互理解の増進が図られるものであ

ること。 
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14 申請者は災害に関する放送を行うものであること。 

15 超短波放送又はテレビジョン放送による基幹放送の業務の認定に当たっては、補完放送であって、

超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行う場合は、超短波

放送の主音声又はテレビジョン放送の映像が主であると認められるものであること。 

16 放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和４年個人情報保護委員会・総務省告示第

１号)を遵守するための体制の整備が図られるものであること。 

17 有料放送を行う場合は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結をしようとする際に当該役務の

提供を受けようとする者に対し当該役務の料金その他提供条件の概要を説明するための体制並びに

有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者(当該役

務の提供を受けようとする者を含む。)からの苦情及び問い合わせを適切かつ迅速に処理するための

体制の整備が図られるものであること。 

18 その業務が試験放送の業務を行うものであるときは、1から17までの条件を満たすほか、次の条件

を満たすものでなければならない。  

(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するもので 

あるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。  

(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。  

(3) 放送番組は、その業務の目的とする試験、研究又は調査のために必要な範囲内のものであ

り、他人の営業に関する広告を含むものでないこと。  

19 その使用するセグメント数又は基準セグメント数が7以上であるマルチメディア放送による移動受

信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第2節に定める放送を行うものに限る。)を行おう

とする申請者にあっては、自己又は他の移動受信用地上基幹放送事業者(デジタル放送の標準方式第

4章第2節に定める放送の業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)の放送番組の検索又は選

択に関する情報を含む放送を行うことを放送事項に明確に記載している場合に限り、当該情報の送

信に当たって、次に掲げる事項に適合していること。ただし、他に放送番組の検索又は選択に関す

る情報を含む放送を行う移動受信用地上基幹放送事業者であってこれらの要件に適合するものが既

にある場合は、この限りでない。  

ア 当該情報の送信のため1セグメントを確保していること。  

イ 全ての移動受信用地上基幹放送事業者の放送番組の検索又は選択に関する情報を送信するこ

とが可能であること。  

ウ 全ての移動受信用地上基幹放送事業者との間において、放送番組の検索又は選択に関する情

報の送信に関する情報を共有するための体制が整っていること。  

エ 放送番組の検索又は選択に関する情報の集約や送信の方法及び当該情報の送信に係る料金が、

特定の移動受信用地上基幹放送事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
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別紙３(第７条関係) 

衛星基幹放送の業務に関し、衛星基幹放送事業者に指定することのできる周波数が不足するときは、特

別の事情がある場合を除き、次に掲げる基準により比較審査を行うものとする。 

１ 認定を受けるべき衛星基幹放送の業務の順位は、次に掲げる順序による。 

(1) 超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務 

(2) 高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務 

(3) 標準テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務 

(4) 超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送の業務 

(5) その他の衛星基幹放送の業務 

２ 上記１の審査において同順位となった二以上の申請について更に審査を行う必要があるときは、次

に掲げる基準のいずれにも適合しているものを優先するものとする。 

(1)   広告放送の割合 

一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送に係る放送時間の占める割合が

３ 割を超えないことが放送事項に明確に記載されていること。 

(2)   青少年の保護 

成人向け番組を含む放送を行わないことが放送事項に明確に記載されていること。 

(3)   字幕番組の充実 

字幕付与可能な放送番組に係る一週間当たりの放送時間全体における字幕を付与する放送番組

に係る放送時間の占める割合が５割以上であることが事業計画書に明確に記載されていること。 

※ 「字幕付与可能な放送番組」とは、次に掲げる放送番組を除く全ての放送番組をいう。以下同

じ。 

ア 技術的に字幕を付すことができない番組(例：現在のところ、複数人が同時に会話を行う生放

送番組) 

イ 外国語の番組 

ウ 大部分が器楽演奏の音楽番組 

エ 権利処理上の理由等により字幕を付すことができない番組 

(4)   放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、一部の時間帯において超高精細度テレビジ

ョン放送(当該超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数と同等

以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有する超高精細度カメラ等により制作・編集

された放送番組を放送するものに限る。以下この別紙３において「特定超高精細度テレビジョン放

送」という。)以外の超高精細度テレビジョン放送を行うときは、特定超高精細度テレビジョン放

送以外の超高精細度テレビジョン放送を受信する者が特定超高精細度テレビジョン放送以外の超

高精細度テレビジョン放送であることを明らかに識別することができるようにするための措置(

以下この別紙３において「超高精細度テレビジョン放送識別措置」という。)を講ずることが放送

事項に明確に記載されていること。 

高精細度テレビジョン放送を行う場合は、一週間当たりの放送時間全体における高精細度テレビ

ジョン放送(ハイビジョンカメラ等により制作・編集された放送番組の放送に限る。)に係る放送時

間の占める割合が５割以上であることが放送事項に明確に記載されていること。 

３ 上記２の審査において同順位となった二以上の申請について更に比較審査を行う必要があるときは、

次に掲げる基準への適合性その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度を総合的に勘案し、最も

公共の福祉に適合するものを優先するものとする。 

(1)   事業計画の確実性 

次に掲げる事項その他事業計画の確実性を総合的に勘案し、より業務の維持が確実な事業計画を

有するものであること。 

ア 事業開始までの資金調達の適正性及び確実性 

イ 事業開始後の収入及び費用の算出根拠の適正性並びに収入の確実性 

(2)   事業者の多様性 

認定を受けようとする者が、申請の際、衛星基幹放送事業者でないこと。 

(3)   放送番組の多様性 
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衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送以外の放送については、当該放送全体として、

放送番組の分野の特定分野への偏り及び放送番組の内容の他の放送番組の内容との重複の程度等

を勘案し、より放送番組の多様性の確保に資するものであること。 

(4)   広告放送の割合 

一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広告放送に係る放送時間の占める割合が

３割を超えないことが放送事項に明確に記載されていること。 

(5)   青少年の保護 

成人向け番組を含む放送を行わないことが放送事項に明確に記載されており、かつ、放送番組に

ついてより充実した青少年保護措置を講ずるものであること。 

(6)   字幕番組等の充実 

字幕付与可能な放送番組に係る一週間当たりの放送時間全体における字幕を付与する放送番組

に係る放送時間の占める割合がより高いこと。また、解説付与可能な放送番組に係る一週間当たり

の放送時間全体における解説を付与する放送番組に係る放送時間の占める割合がより高いこと。 

(7)   放送番組の高画質性 

超高精細度テレビジョン放送を行う場合は、放送事項に明確に記載された一週間当たりの放送

時間全体における特定超高精細度テレビジョン放送に係る放送時間の占める割合がより高く、か

つ、特定超高精細度テレビジョン放送をより確実に行うことが可能な体制があること。 

高精細度テレビジョン放送を行う場合は、放送事項に明確に記載された一週間当たりの放送時

間全体における高精細度テレビジョン放送(ハイビジョンカメラ等により制作・編集された放送番

組の放送に限る。)に係る放送時間の占める割合がより高いこと。 

(8)   災害に関する放送の実施 

災害に関する放送の実施体制がより充実したものであること。 

(9)   放送番組の視聴需要 

放送番組について、視聴者の需要がより高いものであること。 

(10)  周波数の有効利用 

使用するトランスポンダ数がより効率的であること。 

(11)  放送の能率的な普及 

認定後、できるだけ早期の業務開始が予定された計画であり、遅くとも、当該認定の有効期間内

に業務開始が予定されていること。 

４ 放送衛星業務の周波数を使用して行われる衛星基幹放送であって、右旋円偏波の電波の周波数を使

用する業務の認定に際しては、上記３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度」の審査に

ついては、３(9)の基準への適合性がより高い申請を優先するものとする（上記３(1)から(11)までの各

基準への適合の度合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

５ 上記１の審査において同順位となった二以上の超高精細度テレビジョン放送（左旋回円偏波の電波

の周波数を使用するものに限る。）の業務に係る申請について更に審査を行う必要があるときは、上記

２（(1)を除く。）及び３（(1)から(4)まで、(8)及び(10)を除く。以下この５において同じ。）の規定

によるほか、以下によること。  

 (1) 上記３(7)の規定による特定超高精細度テレビジョン放送をより確実に行うことが可能な体制に

係る審査に当たっては、超高精細度テレビジョン放送識別措置を勘案するものとする。 

  (2) 上記 3(11)の規定による当該超高精細度テレビジョン放送の業務に係る申請の審査に当たっては

、業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して 1年 6月を経過する日の属する年の末日

の前日までの申請の上記 3(11)の基準への適合の度合いは、業務開始の予定期日が当該申請の認定

の日から起算して 1年 6月を経過する日の属する年の末日である申請と同程度とする。 

(3) 上記 3の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度」の審査については、上記 3(7)の基
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準への適合性がより高い申請を優先するものとする(上記 3に掲げる各基準への適合の度合いが総合

的に同程度となる場合に限る。)。 

６ 左旋円偏波の電波の周波数を使用する超高精細度テレビジョン方雄の業務の認定に際しては、上記

３の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度」の審査については、３(9)の基準への適合性

がより高い申請を優先するものとする（上記３(5)から(7)まで、(9)及び(11)の各基準への適合性の度

合いが総合的に同程度となる場合に限る。）。 

７ 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して行われる衛星基幹放送(以下この別紙３において「

東経 110 度 CS 放送」という。)であって、右旋円偏波の電波の周波数を使用するものに係る業務の認

定に際しては、上記１から３までに掲げる基準によるほか、以下によること。 

(1) 東経110度CS放送に係る衛星基幹放送の業務の認定に係る上記１の審査については、上記１(3)

に掲げる業務に係る申請の順位を上記１(2)に掲げる業務に係る申請と同順位とすることとし、か

つ、上記２に掲げる基準のいずれにも適合する申請のうち、東経110度CS放送の既存の放送番組の

画質の向上を目的とし、使用するトランスポンダ数が0.25である高精細度テレビジョン放送を行

う衛星基幹放送の業務に係るものであって、次に掲げるトランスポンダ数の合計が0.25以上のも

のを優先するものとする。また、本号の審査により認定された申請と同時に東経110度CS放送の既

存の放送番組に係る衛星基幹放送の業務を廃止する旨を届け出ていること等によって、新たに指

定することのできる周波数が生じる場合も同様とする。  

ア 申請者が、申請と同時に、当該申請について認定を受けることを停止条件として当該申請者

の東経110度CS放送の既存の放送番組に係る当該放送の業務(高精細度テレビジョン放送を行う

ものを除く。)を当該認定の日から起算して6月を経過する日までに廃止する旨を届け出ている

ものに係るトランスポンダ数  

イ 申請者が申請と同時に当該申請について認定を受けることを停止条件として行っている当該

申請者の東経110度CS放送の既存の放送番組に係る当該放送の業務の法第97条第３項の規定に

基づく指定事項変更申請(当該認定の日から起算して６月を経過する日までにトランスポンダ

数を削減するものに限る。)に係るトランスポンダ数のうち削減されるものの数  

(2) (1)の審査によっても、なお指定することのできる周波数がある場合は、上記２に掲げる基準の

いずれにも適合する申請のうち、東経110度CS放送の既存の放送番組の画質の向上を目的とし、使

用するトランスポンダ数が0.25である高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務に係

るものを優先して、上記３の審査を行うものとする。また、(1)の審査及び本号の審査を経て認定

された申請と同時に東経110度CS放送の既存の放送番組に係る衛星基幹放送の業務を廃止する旨を

届け出ていること等によって、新たに指定することのできる周波数が生じる場合も同様とする。

なお、申請者が申請と同時に当該申請について認定を受けることを停止条件として当該申請者の

東経110度CS放送の既存の放送番組に係る衛星基幹放送の業務を廃止する旨を届け出ていること等

により廃止等する予定の当該業務に係るトランスポンダ数を使用することにより、東経110度CS放

送の既存の放送番組の画質の向上を目的とし、使用するトランスポンダ数が0.25である高精細度

テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定することができるものとする。  

(3) (2)の審査によっても、なお指定することのできる周波数がある場合は、上記２に掲げる基準のい

ずれにも適合する申請のうち、使用するトランスポンダ数が 0.25 である高精細度テレビジョン放

送を行う東経 110 度 CS 放送の衛星基幹放送の業務に係るものを優先して、上記３の審査を行うも

のとする。また、(2)の審査及び本号の審査を経て認定された申請と同時に東経 110 度 CS 放送の既

存の放送番組に係る衛星基幹放送の業務を廃止する旨を届け出ていること等によって、新たに指定

することのできる周波数が生じる場合も同様とする。 

(4) (3)の審査によっても、なお指定することのできる周波数がある場合は、上記２に掲げる基準の

いずれにも適合する申請について、次に掲げる順序により、上記３の審査を行うものとする。ま

た、(3)の審査及び本号の審査を経て認定された申請と同時に東経110度CS放送の既存の放送番組

に係る衛星基幹放送の業務を廃止する旨を届け出ていることによって、新たに指定することので

きる周波数が生じる場合も同様とする。  

ア 東経110度CS放送の既存の放送番組の画質の向上を目的とする申請であって、次のいずれにも

該当すること。  

(ア) 申請者が、申請と同時に、当該申請について認定を受けることを停止条件として当該申

請者の東経110度CS放送の既存の放送番組に係る衛星基幹放送の業務を当該認定の日から
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起算して6月を経過する日までに廃止する旨を届け出ていること。  

(イ) 標準テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の申請であって、希望するトランスポ

ンダ数が0.125であること。  

(ウ) 申請に係る東経110度CS放送の既存の放送番組の衛星基幹放送の業務に係るトランスポ

ンダ数が0.125未満であること(申請者が複数のテレビジョン放送に係る東経110度CS放送

の衛星基幹放送の業務の認定を受けている場合にあっては、当該業務に係るトランスポン

ダ数の平均が0.125未満であること。)。  

イ ア以外のもの。  

なお、アに該当する場合は、ア(ア)により廃止する予定の東経110度CS放送の放送番組の衛星

基幹放送の業務に係るトランスポンダ数を使用して、ア(イ)の希望するトランスポンダ数を指

定することができるものとする。  

(5) 上記２(4)及び３(7)の規定は、高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務に係る申

請に関し比較審査を行う場合に限り、適用することとする。  

(6) 衛星基幹放送における既存の放送番組の画質の向上を目的とする申請(併せて番組内容の更なる

充実を図ろうとするものを含む。)であって、当該申請と同時に、当該申請について認定を受ける

ことを停止条件として当該既存の放送番組に係る衛星基幹放送の業務を廃止する旨を届け出てい

るもの(放送法施行規則第76条第５項第４号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定め

る等の件(平成11年郵政省告示第776号)第２号８を適用する場合を除く。)は、上記３(2)の基準に

適合するものとみなすこととする。  

(7) 上記３(6)の規定は、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務に係る申請に関し比較審査を

行う場合に限り、適用することとする。  

(8) 東経110度CS放送に係る衛星基幹放送の業務を行う申請に関する比較審査を行う場合について

は、上記３(10)の規定は適用しない。この場合においては、上記3の審査については、上記３

((10)を除く。)に掲げる基準のほか、衛星基幹放送における既存の放送番組の画質の向上を目的

とする高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務に係る申請に関する比較審査を行う

場合に限り、当該申請に係る高精細度テレビジョン放送の業務に係るトランスポンダ数から次に

掲げるトランスポンダ数の合計を引いたトランスポンダ数がより小さいものであることとする基

準について審査を行うこととする。  

ア 申請者が、申請と同時に、当該申請について認定を受けることを停止条件として当該申請

者の東経110度CS放送の既存の放送番組に係る当該放送の業務(高精細度テレビジョン放送を

行うものを除く。)を当該認定の日から起算して6月を経過する日までに廃止する旨を届け出

ているものに係るトランスポンダ数  

イ 申請者が申請と同時に当該申請について認定を受けることを停止条件として行っている当

該申請者の東経110度CS放送の既存の放送番組に係る当該放送の業務の法第97条第3項の規定

に基づく指定事項変更申請(当該認定の日から起算して6月を経過する日までにトランスポン

ダ数を削減するものに限る。)に係るトランスポンダ数のうち削減されるものの数  

(9) 上記3(11)の規定による審査に当たっては、業務開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算

して6月を経過する日の属する月の末日までの申請の上記3(11)の基準への適合の度合いは、業務

開始の予定期日が当該申請の認定の日から起算して6月を経過する日の属する月の末日である申請

と同程度とする。  

(10) 上記3の「その他放送の普及及び健全な発達への寄与の程度」の審査については、上記3(9)の

基準への適合性がより高い申請等を優先するものとする(上記3(1)から(11)までの各基準への適

合の度合いが総合的に同程度となる場合に限る。)。  

8 基幹放送普及計画第１の１(4)エに規定する試験放送(以下この別紙３において「超高精細度テレビ

ジョン試験放送」という。)の業務の認定に際しては、以下によること。  

(1) 上記１、２(1)及び(4)、３(4)、(7)、(10)及び(11)、６並びに７((5)に係る部分を除く。)の規

定は適用しないものとする。この場合において、上記２中「上記1の審査において同順位となった

二以上の申請について更に審査を行う必要があるときは、次に掲げる基準」とあるのは、「次に

掲げる(2)及び(3)の基準」とする。  

(2) 上記３の審査については、上記３((4)、(7)、(10)及び(11)を除く。以下同じ。)に掲げる基準

のほか、次に掲げるア及びイの基準について審査を行うこととする。また、上記3の「その他放送
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の普及及び健全な発達への寄与の程度」の審査については、次に掲げるアの基準への適合性がよ

り高い申請等を優先するものとする(上記3に掲げる基準並びに次に掲げるア及びイの基準の各基

準への適合の度合いが総合的に同程度となる場合に限る。)。  

ア 試験放送の実施体制  

次に掲げる事項その他超高精細度テレビジョン試験放送の実施体制を総合的に勘案し、超高

精細度テレビジョン試験放送の実施に当たり、放送事業者、放送用の受信機等の製造業者その

他の超高精細度テレビジョン試験放送に係る関係事業者(以下この別紙３において「関係事業

者」という。)の協力を得つつ、超高精細度テレビジョン試験放送をより効果的に実施するこ

とができる体制を有するものであること。  

(ア) 申請者が超高精細度テレビジョン試験放送を実施する場合の関係事業者による協力体

制  

(イ) 超高精細度テレビジョン試験放送により試験、研究又は調査を行う関係事業者への協 

力の内容  

(ウ) 超高精細度テレビジョン放送に係る周知広報及び視聴機会(有線一般放送による再放送 

及びパブリックビューイングを含む。)の拡大等普及促進の取組の内容  

イ 放送番組の高画質性  

特定超高精細度テレビジョン放送として放送する必要性がより高く、かつ、放送事項に明確に

記載された一週間当たりの放送時間全体における特定超高精細度テレビジョン放送に係る放送

時間の占める割合がより高く、かつ、特定超高精細度テレビジョン放送をより確実に行うことが

可能な体制があること。 






